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運動（５０分） 
 ・準備運動（１０分） 
  深 呼 吸 、 肩 甲 骨 運 動 、 体 幹 回 旋 、 

骨盤運動、下肢ストレッチ 
 ・有酸素運動・筋力運動（３５分） 
  片 脚 立 位 、 足 踏 み 、 足 踏 み し な が

ら 認 知 問 題 、 椅 子 ス ク ワ ッ ト 、 サ
イドスクワット、歩行 

 ・整理体操（５分） 
  深 呼 吸 、 肩 甲 骨 運 動 、 体 幹 回 旋 、 

骨盤運動、下肢ストレッチ 

座学または休憩（２０分） 
 ４回のうち３回は「休憩」 
座学のテーマ 
 導 入 教室をは始めるにあたって 
 １回目 認知症とは 
 ２回目 認知症 生活習慣病編 
 ３回目 認知症予防 生活習慣編 
 ４回目 認知症予防 社会交流編 
 ５回目 早めの相談・対応 

 気づいた時の第一歩 
 ６ 回 目  認 知 症 予 防 の で き る 町 づ く

りを目指して 

知的活動（５０分） 
 思 考 力 や 判 断 力 な ど を 刺 激 す る 活 動

を個人および集団で実践 
 導入部（１０分） 
  年 月 日 の 確 認 （ 一 言 で 答 え る 課

題） 
 個人で行う知的活動（１５分） 
  近時記憶課題（記憶力ゲーム） 
 全体で行う知的活動（２０分） 
  遂行力課題（手指を使うゲーム） 
 感想（５分） 
  教室の振り返り 
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ウ 診断から介護サービスが必要となるまでの期間の支援の強化 
周囲が異変に気づくかなり以前から、本人は何らかの違和感を感じていること

が多く、認知症の人の意向を十分に尊重しつつ、良質かつ適切な保健医療サービ
ス及び福祉サービスを切れ目なく提供します。 

そのために、地域包括支援センター、医療機関、⺠間団体等の間における連携
協力体制の整備、軽度認知障害に関する知識の普及啓発を進め、早期の発見、受
診、診断及び対応が重要であることを啓発します。また、市町村におけるスクリ
ーニングの実施及び専門機関への受診を促進します。 

診断直後は認知症の事実を受け入れがたく、今後の見通しにも大きな不安をか
かえる方がいます。その人に合った制度や支援につなげられるよう、オレンジド
ア（認知症の本人による認知症の本人からの相談窓口）等の設置によるピアサポ
ートの推進、病院の地域連携室などへの情報提供や連携、医師を始めとする医療
従事者への研修、鳥取県認知症コールセンターや鳥取県若年認知症サポートセン
ターによるきめ細やかなワンストップ相談を継続して行い、医療機関や県⺠への
周知を強化するなど、関係機関が一体となったサポート体制の確立を図ります。 

また、本人の力をどのように地域に結びつけて居場所や役割を作っていけるか
市町村などと連携して検討します。 

取組にあたっては、状態に応じた適切な支援制度の流れを示す「認知症ケアパ
ス」（※）の普及・点検を進め、認知症地域支援推進員が中心となり、地域住⺠
の活動を盛り込み、本人や介護家族等、当事者によるガイドを作成・提示するな
ど、安心して暮らし続けられる環境整備を進めます。 

併せて、認知症が参加する本人ミーティングや地域サロン等のグループの活動、
認知症カフェ（オレンジカフェ）などで専門職との信頼関係等を構築し、中間支
援の取組を強化していきます。 

特に、診断後、介護保険サービス等にただつなげるのではなく、本人の暮らし
そのものを支援する視点を、医療・介護・福祉の関係者すべてが持てるよう、意
識啓発を行います。 

 

※ 認知症ケアパス 
認知症の容態に応じた適切なサービス提供の流れ。発症予防から人生の最終段階

まで、生活機能障がいの進行状況に合わせ、いつ、どこで、どのような医療・介護
サービスを受ければよいのか、これらの流れをあらかじめ標準的に示したもの。 

 

（参考）認知症ケアパスの概念図 
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（参考）認知症カフェ 本人ミーティング の写真  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

八 頭 町 【 お し ゃ べ り カ フ ェ こ ば ち ゃ ん 】  
○ 運 営 ： 特 定 非 営 利 活 動 法 人 回 想 療 法 ｾﾝﾀｰ鳥 取  
○ 開 催 ： 毎 週 火 曜 日  11 時 〜 14 時  
○ 場 所 ： 就 労 Ｂ 型  夢 工 房 こ ば ち ゃ ん 内  

 

 

 

 

智 頭 町 【 恋 山 形 オ レ ン ジ カ フ ェ 】  
○ 運 営 ： 恋 す る オ レ ン ジ の 会  
○ 開 催 ： 毎 月 第 ３ 木 曜 日  10 時 〜 12 時  

 

 

 

 

 

 

 

大 山 町 【 オ レ ン ジ カ フ ェ き ら ら (輝 楽 々 )】  
○ 運 営 ： 中 山 地 区 ボ ラ ン テ ィ ア  
○ 開 催 ： 毎 月 第 ３ 木 曜 日  11 時 〜 15 時  
○ 地 区 の 食 堂 の 休 店 日 に 使 用  

北 栄 町 【 オ レ ン ジ カ フ ェ な う 】  
○ 運 営 ： Ｎ Ｐ Ｏ 法 人 ま ち づ く り ネ ッ ト  
○ 開 催 ： 毎 月 第 １ ， ３ 金 曜 日  11 時 〜 15 時  

 

 

 

 

 

 

 

 

境 港 市 【 認 知 症 カ フ ェ は ま か ふ ぇ 】  
○ 運 営 ： 介 護 老 人 保 健 施 設 は ま か ぜ  
○ 開 催 ： 毎 月 第 ４ 水 曜 日 、 13 時 〜 15 時  
○ 場 所 ： 保 険 施 設 内 、 隣 接 の 病 院 専 門 医 も 協 力  

日 野 町 【 わ す れ ん ぼ カ フ ェ 】  
○ 運 営 ： わ す れ ん ぼ ク ラ ブ  
○ 開 催 ： 毎 月 第 １ 金 曜 日 、 13 時 30 分 〜 15 時  
○ 場 所 ： ホ ー ル の ホ ワ イ エ 等 、 ⾼ 校 生 も 参 加  

写真差し替え予定  写真差し替え予定  

写真差し替え予定  写真差し替え予定  

写真差し替え予定  写真差し替え予定  
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基 幹 型
認知症疾患医療センタ ー

（ 鳥取大学医学部附属病院）

地域型
認知症疾患
医療センタ ー
（ 渡辺病院）

地域型
認知症疾患
医療センタ ー
（ 西伯病院）

地域型
認知症疾患
医療センタ ー
（ 養和病院）

地域型
認知症疾患
医療センタ ー
（ 倉吉病院）

(1) 基幹型（鳥取大学医学部附属病院）
・ 診断が難しい事例の確定診断や重篤患者の受け入れ、研修会や事例検討会の開催など、高度で専門的な問題に対応
・ 空床は1床（365日、24時間）確保

(2) 地域拠点型（渡辺病院、倉吉病院、養和病院、西伯病院）
・ 専門医療を提供しながら、かかりつけ医との連携や介護体制との連携を行うなど、地域に密着した医療提供体制を整える
・ 認知症の専門的な診断を行い、身体合併症も対応可能な、精神科病院を指定。

基幹型の主な役割
○地域型への専門的支援

（専門的指導、助言等）
○地域拠点型が抱える合併症・

周辺症状の困難ケースへの対応

地域型の主な役割
○専門医療相談
○鑑別診断とそれに基づく初期対応
○合併症・周辺症状への急性期対応
○認知症医療に関する地域支援体制の構築

かかりつけ医

地域包括
支援センター

かかりつけ医
地域包括
支援センター

かかりつけ医

地域包括
支援センター

かかりつけ医

地域包括
支援センター

15

エ 認知症疾患医療センター医療機関連携 
 認知症 の本人が その居住 する地域 にかかわ らず等し くその状 況に応じ た適切な
医療を受 けること ができる よう、認 知症に係 る専門的 な医療又 は認知症 の本人の
心身の状 況に応じ た良質か つ適切な 認知症の 本人に対 する医療 の提供等 を行う医
療機関の整備その他の医療提供体制の整備を図るために必要な施策を行います。 

まず、認知症の早期診断と早期対応のため、認知症疾患医療センター、認知症
サポート医、かかりつけ医等相互の認知症疾患医療連携体制の強化を図ります。 

日頃から受診する診療所等の主治医（かかりつけ医）に対し、適切な認知症診
療の知識・技術や認知症の本人とその家族を支える知識と方法を習得するための
研修を継続して実施することにより、認知症サポート医との連携のもと、認知症
の本人に対する発症初期からの支援体制の構築を図ります。 

また、かかりつけ医への研修・助言その他支援を行い、専門医療機関や地域包
括支援センター等との連携を推進する等、認知症に係る地域支援体制構築の中核
的な役割を担う「認知症サポート医」の養成を継続して行います。 

そして、認知症に関する詳しい鑑別診断、行動・心理症状や身体の合併症への
対応、専門医療相談などを行う医療機関である「認知症疾患医療センター」につ
いて、鳥取大学医学部附属病院を基幹型センターとし、医療圏域ごとに１〜２箇
所の地域型センターを配置する現体制を継続し、かかりつけ医や介護・福祉施設、
地域包括支援センターなどと連携し、地域の中で認知症の本人に適切な専門医療
を提供するとともに、認知症の本人、家族の暮らしにかかわる当事者によるピア
サポートを推進します。 

併せて、病院勤務の医療従事者や、看護師、⻭科医師、薬剤師に対し、認知症
の早期発見・早期対応、認知症の本人の視点に重点を置いた認知症ケアや、医療
と介護の連携の重要性等を学ぶ研修を実施し人材育成を行うことにより、認知症
の本人に対する適切な対応のレベルアップを図っていきます。 

なお、研修においては、認知症の本人を尊重し尊厳を守ることの重要性を受講
者が理解するよう努めるともに、医学の進歩や医療・介護提供体制の変化に対応
するため適宜、必要な見直しを行います。 

（参考）鳥取県認知症疾患医療センターとの連携図 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 74 - 

 

オ 認知症初期集中支援チーム及び認知症地域支援推進員の強化 
認知症初期集中支援チーム及び認知症地域支援推進員が、市町村による地域支援事業の一

つに位置付けられ、すべての市町村に設置されています。 
認知症初期集中支援チームは、認知症サポート医である医師と、医療・介護の専門職（保

健師、介護福祉士等）からなる多職種による総合的なアセスメントや家族支援などを、なる
べく早期の段階で集中的に行っていくチームです。例えば、認知症が疑われる人や認知症の
本人及び家族、受診拒否等医療に結びつかない人などに対し、複数の専門職が自宅を訪問し、
受診勧奨などで、自立生活のサポートを行います。 

また、認知症地域支援推進員も、認知症が疑われる人や認知症の本人を把握・訪問して、
状態に応じた適切な医療・介護サービスに結び付けるなどの取組を行います。市町村の認知
症施策・支援、認知症カフェの開設・運営の推進役として、地域の支援者や支援機関等の地
域資源の有機的な連携を図りながら、認知症の本人への効果的な相談支援を推進していく専
門員です。 

いずれも、認知症の本人にとって必要な情報（認知症ケアパス）を提供し、医療・介護サ
ービスや地域資源などへ、なるべく早く適切につなぐための重要な役割を担っています。県
では、県内全域でその機能が十分に活かされ、さらにレベルアップが図られるよう、県外研
修への派遣や先進事例の紹介、県内の初期集中支援チーム・認知症地域支援推進員どうしの
情報交換の場の設定など、市町村の取組を支援していきます。 

 
カ 認知症の早い段階から看取りまで 

支援者が認知症の本人となるべく早い段階で出会い、充実した関わりができることが、本
人との豊かな時間を作り、本人の思いに沿った看取りの実現につながります。特にひとり暮
らしの人は自宅で暮らし続けるのは難しい現状にありますが、今後ひとり暮らしの増加が見
込まれるなか、在宅生活を望む人が自宅かそれに近い環境で暮らせる工夫などを行い、早い
段階から一緒に伴走型の支援を行います。 

また、医療と介護に係る本人の希望を、認知症の軽度の段階で把握しておくことの重要性
を啓発し、在宅医療体制（訪問診療、訪問看護等）と介護体制の充実を図ります。 

 
（４）認知症家族への支援 

 
認知症に関する会議や研修において介護家族の生の声を直接聴く機会を増やすなど、認知

症介護家族への理解を進めます。 
  家族が認知症になっても介護で仕事を辞めなくてもよいように、できるだけ早期に市町

村の地域包括支援センターや鳥取県認知症コールセンター、鳥取県若年認知症サポートセ
ンターへ相談し、受診や暮らし方について理解することの啓発を進め、認知症の本人及び
家族等が地域において安心して日常生活を営むことができるようにします。 

認知症の本人を介護する家族の形態も、遠距離介護、男性介護者、子育てと介護・介護と
孫支援などのダブルケア等と多様化しています。また、18歳未満の子どもが介護するヤン
グケアラーの社会問題とつながることも顕在化しています。鳥取県認知症コールセンター等
のワンストップ相談を充実するとともに、認知症介護家族ガイドの作成配布、介護家族のつ
どい、認知症カフェ等の社会資源とつながることを推進します。 

本県では、認知症介護家族の集いが全国で唯一全市町村で毎月実施されているなど、家族
の集いの普及が進んでいます。同じ市町村の家族同士が集い、身近に相談し合える体制を確
保するため、集いの意見交換会を引き続き実施するなど、認知症の本人の家族の負担軽減に
向けた取組を推進します。 

認知症の本人や家族を地域で支えていくため、認知症家族介護経験者を対象に、認知症介
護家族の自宅を訪問して悩みを聞く等のサポートを行う「認知症家族サポート応援隊」を養
成し、派遣依頼を受けて自宅へ出向き話を聴くことで、介護家族の集いなどに出かけること
が難しい家族の支援や、孤立防止の取組を推進します。 

国の調査の結果では、全国的に要介護者による⾼齢者虐待の加害者は男性が多く、被害者
は認知症の女性が多い傾向にあります。介護者の３人に１人が男性となり、今後も増えてい
くことが予測される中、介護をひとりで抱え込み、孤立しがちな男性介護者への支援が求め
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られています。⻄部圏域で開催されている「男性介護者のつどい」を県内に広げるなど、男
性介護者への支援を進めます。 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

写真差し替え予定 

写真差し替え予定 

男性介護者の集い 

写真差し替え予定 

写真差し替え予定 

（参考）介護家族の集い 
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５ 必要な介護サービスの確保 
(1) 居宅サービス 
ア 訪問介護 
【現状と評価】 
 県内の訪問介護に関する費用月額（平成30（2018）年度）は要介護認定者一人当たり6,675円
であり、全国平均11,264円の約59％となっています。 
 全国平均を下回る理由としては、中山間地域を抱える県で全国的に少ない傾向であること
（家と家が離れており、訪問に時間がかかり非効率等）、家庭に他人が入ることに抵抗感がある
者が少なくないこと、通所介護事業所が多く、軽度のうちから通所介護サービスが提供され訪
問介護のニーズが生まれにくいこと等が考えられます。 

過疎地域においても在宅介護できる体制を維持する必要があるため、事業存続が困難となっ
ている訪問介護事業所に対して、市町村を通じた支援を行っています。市町村と協力しながら、
訪問介護事業所の運営を支援することで、過疎地域においても在宅介護サービスを受けられる
環境を維持しています。 

また、昨今、サービス付き⾼齢者向け住宅や有料老人ホームといった⾼齢者向けの住まいが
増加していることに伴い、⾼齢者向け住まいに併設された事業所も多く見られるようになりま
した。⾼齢者の住まいに対する多様なニーズの受け皿として重要な役割を果たしている一方で、
併設事業所が過剰な介護保険サービスの提供をしている場合があるのと指摘がされています。 

 
【第９期の方針(及びそれ以降の方針)】  

全国で新型コロナウイルスの感染が拡大する中、在宅生活の最後の砦として要介護者とその
家族を支えたのは訪問介護であり、今般の危機的状況において、その重要性が再認識されるこ
とになりました。 
 また、介護人材不足もさらに深刻化することを踏まえると、訪問介護員の確保や離職防止等
の取組を続ける必要があります。人材確保の観点から市町村における介護予防・日常生活支援
総合事業について、ボランティア、ＮＰＯなどの多様な担い手の養成・発掘等の地域資源の開
発やネットワーク化を推進し、積極的に地域の力を借りていくことが求められます。介護予
防・日常生活支援総合事業に関しては、更なるサービスの充実に向け、各市町村と連携してい
きます。 
 
基本データ 
※集計中 令和3年（2021)年度介護保険事業状況報告公表待ち（以下同様） 
 
イ （介護予防）訪問入浴介護 
【現状と評価】 

訪問入浴介護に関する要介護認定者一人当たりの費用月額（平成30（2018）年度）は317円
であり、全国平均664円の約48％にあたります。全国規模の専門企業によりサービス提供が行わ
れており、不足の声も聞かれないことから、一定のニーズに対応できていると思われます。ま
た、一部ニーズは通所介護事業所での入浴で代替されていると考えられます。 
 
【第９期の方針(及びそれ以降の方針)】  

現状で大きな課題は認められないことから、引き続き、着実なサービス提供を支援していく
ものとします。 
 
基本データ 
 
 
 
ウ （介護予防）訪問看護 
【現状と評価】 

訪問看護は、医療的ケアを必要とする要介護⾼齢者が在宅生活を続けるための介護サービス
です。訪問看護に関する要介護認定者一人当たりの費用月額（平成30（2018）年度）は2,768円
であり、全国平均3,555円の約78％にあたります。 



- 77 - 

 

 この要因としては、訪問介護同様、中山間地などで訪問系サービス全体の利用自体が低調な
ことや、比較的早い段階で、通所介護サービスや施設サービスが提供されることから、在宅で
医療的ケアを必要とする方が相対的に少ないためと考えられます。 
 訪問看護ステーションは、県内に74か所あり（令和4（2023）年４月１日現在）、近年増加傾
向にあります。 
 
【第９期の方針(及びそれ以降の方針)】  

平成26（2014）年度から新人訪問看護師の同行訪問支援に対する補助事業等を実施しており、
事業効果も見据えながら、引き続き訪問看護の確保のための取組を進めていくこととします。 
 また、在宅重度者に対し、在宅看取りも含め24時間365日の訪問看護体制に安定的に取り組む
ためには、訪問看護ステーションの規模拡大や、機能強化型訪問看護ステーションの設置、複
数の訪問看護ステーションの連携体制の確立などが必要であり、訪問看護ステーション連絡協
議会によるネットワーク化に協力していくこととします。 
 
基本データ 
 
エ 通所介護［デイサービス］ 
【現状と評価】 

通所介護サービスは、要介護認定者の約３割が利用する中心的な居宅サービスです。要介護
認定者一人当たりの費用月額（平成30（2018）年度）は、19,390円であり、全国平均（15,620
円）の1.2倍と比較的⾼くなっています。 
 また、本県の要介護認定者１人当たりの費用額は近年⾼い傾向にありますが、①⾼齢化の進
展により⾼齢者世帯や独居⾼齢者が増えていること、②現役世代の共働きなどにより日中独居
となる⾼齢者が多いこと、③全国より重度者割合が⾼いこと等が要因として考えられます。 
 
【第９期の方針(及びそれ以降の方針)】  
 県内の通所介護サービス全体としてはある程度充足しているとの認識ですが、全国では、有
料老人ホームやサービス付き⾼齢者向け住宅に併設されたデイサービス等の過剰なサービス提
供や、不正請求に伴う指定取消し等の行政処分事案が発生している状況を踏まえ、サービス提
供実態の把握に努めつつ、保険者と協力しながらケアプランの適正化を含めた指導を行ってい
くこととします。 
 
基本データ 
 
 
 
オ （介護予防）訪問及び通所リハビリテーション 
【現状と評価】 

訪問及び通所リハビリテーションの要介護認定者一人当たりの費用月額（平成30（2018）年
度）は、全国平均の6,705円に対し本県はその1.5倍に当たる9,828円となっており、特に通所リ
ハビリテーションについては居宅サービスの中でも比較的充実したサービスとなっています。
また、訪問リハビリテーションについては、中山間地域等では利用が低調であるなど、地域に
よって格差が大きい状況です。 

一方、事業所の多くは介護保険法第71条第１項による保険医療機関の「みなし指定」が行わ
れているものであり、医療機関数自体の大幅な増加は見込めないことから、リハビリテーショ
ンが必要な⾼齢者の増加に応じた、サービス量の増加が今後の課題です。 
 
【第９期の方針(及びそれ以降の方針)】  

全国との比較上はある程度充足が見られることから整備の緊急性は⾼くありませんが、今後
リハビリテーション事業所の⺟体となる医療機関の大幅な増加は見込めないことから、利用者
数の増加に対応するためには事業所規模の拡大を進め、１事業所あたりの受入れ人数の増加を
目指す必要があります。 
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 老人保健施設協会、理学療法士協会、言語聴覚士協会、作業療法士協会等との連携を図りな
がら、今後増加するリハビリテーションのニーズに対応していくこととします。 
 
基本データ 
 
 
カ （介護予防）短期入所生活介護・短期入所療養介護（ショートステイ） 
【現状と評価】 

県内の短期入所生活介護・短期入所療養介護（以下「ショートステイ」という。）の要介護認
定者一人当たりの費用月額（平成30（2018）年度）は、全国平均の6,103円に対しその約78％
に当たる4,711円です。ショートステイのための専門棟は少なく、ほとんどが入所施設への併設
又は空床を利用したものであり、近年、特別養護老人ホーム等の整備がほとんど進んでいない
ため、ショートステイ供給量も伸びていません。 
 
【第９期の方針(及びそれ以降の方針)】  

ショートステイのニーズは、近年急増するサービス付き⾼齢者向け住宅や住宅型有料老人ホ
ーム、あるいは小規模多機能型居宅介護の供給量や、デイサービスでの自主宿泊事業などとも
密接に関連しており、多寡を一概に論じることは困難です。 

ショートステイは、今後⾼齢者が増加する市部を中心に、さらに普及すべき重要なサービス
と考えられますが、介護保険制度改正の中で小規模多機能型居宅介護の普及を促進する観点か
ら、ショートステイの指定にあたっては市町村協議制による指定拒否・条件付加が認められる
こととなっており、今後の整備検討にあたっては、より一層、保険者と連携していきます。 
 
基本データ 
 
 
キ （介護予防）福祉用具［貸与・購入］・住宅改修費 
【現状と評価】 

福祉用具（貸与・購入）及び住宅改修費の要介護認定者一人当たりの費用月額（平成30
（2018）年度）は、全国平均の4,976円に対し本県はその約94%に当たる4,655円となっており、
全国平均よりは若干少ないものの、サービス供給量は概ね充足していると考えられます。 

福祉用具貸与については、貸与価格のばらつきを抑制し、適正価格での貸与を確保するため、
国において全国貸与価格を把握し、貸与価格の上限が設定されていますが、令和３年度の制度
改正により、設定された上限額の見直しの頻度が１年に一度から３年に一度に変更されました。 
 
【第９期の方針(及びそれ以降の方針)】  

福祉用具貸与・販売、住宅改修については、サービスの質の維持・向上の観点で、利用者の
状況に合わせ、必要な用具を必要な期間に貸与ができるよう利用者、事業者と居宅介護支援事
業者との連携を図っていきます。 
 
基本データ 
 
 
(2) 居宅介護支援・介護予防支援 
【現状と評価】 

介護支援サービス（ケアマネジメント）は、⾼齢者の状態を適切に把握し、自立支援に資す
るサービスを総合的・計画的に提供するための仕組みであり、まさに介護保険制度の要といえ
るものです。しかし、介護支援専門員に対して社会的に厳しい評価がなされている面もありま
す。国においては、平成25（2013）１月に「介護支援専門員（ケアマネジャー）の資質向上と
今後のあり方に関する検討会」での中間的な整理が公表され、「介護保険の理念である自立支援
の考え方が十分共有されていない」など10項目について指摘がなされました。このことを受け、
介護支援専門員の法定研修について、研修水準の平準化を図るため、平成28年度実施分の研修
から大幅なカリキュラム変更等が行われています。 
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 介護支援専門員及び居宅介護支援事業者が、それぞれ自らの業務にモラルと責任を持ち、ま
た、介護保険制度の基本理念である自立支援に資するケアプランになっているかという点を常
に念頭に置き、ケアプランの作成にあたることが大切です。 
 
【第９期の方針(及びそれ以降の方針)】  

介護支援専門員の資質向上は、自立支援の目的に沿った適切な介護サービスの提供という観
点から不可欠です。特に、経験豊富な主任介護支援専門員に地域の介護支援専門員の指導者的
役割を積極的に担っていただくことが必要です。平成30年度から居宅介護支援事業者の指定、
指導監督権限が市町村に移譲されたことから、市町村と十分な連携を図りながら、以下のこと
を総合的に進めていきます。 
 
・介護支援専門員自身の資質向上、そのための研修等の充実及び研修指導者の確保 
・介護支援専門員の中立・公正の確保に向けた関係者への働きかけ 
・地域包括支援センターによるケアプラン点検等を通じた地域の介護支援専門員の支援・指導 
・初任段階介護支援専門員の支援 
・必要なケアマネジメントプロセスが確実に実施されるための標準化の推進 
・地域ケア会議などにより、多職種が連携する仕組みの構築 
・介護事業者に対し、介護支援専門員との適切な関係性を保つよう啓発 
・認知症の方について、ケアプランへの本人視点の反映の一層の推進 
・介護以外の生活上の問題を抱えるケースや、複数の課題を抱える家庭、困難事例への市町村

と連携した支援 
 
 また、今後も、介護支援専門員の養成（介護支援専門員実務研修の実施）、現に介護支援専門
員として働いている方に対する十分な研修の確保（介護支援専門員更新研修等）や、保険者の
行うケアプラン点検等を支援し、資質の向上と適正なケアプラン作成を支援・指導していくも
のとします。 
 
基本データ 
 
 
【第９期の方針(及びそれ以降の方針)】  
 
 
(3)地域密着型サービス 
ア 小規模多機能型居宅介護 
【現状と評価】 

県内の小規模多機能型居宅介護に関する要介護認定者一人当たりの費用月額（平成30（2018）
年度）は6,854円と全国平均の3,284円の約2.1倍にあたり、また、要介護認定者１万人あたりの
事業所数も全国平均の約２倍と、特に県東部を中心に整備が進んでいます。一方、実施事業者
を募集しても応募がないなどの理由から、町村部を中心に普及が進んでいない地域もあります。 

また、新規参入を促進するため、令和２年地方分権改革に関する提案募集において、登録定
員・利用定員に関する基準の見直しについて提案しました。 
 
【第９期の方針(及びそれ以降の方針)】  

重度者の在宅ケアに当たっては、一般に訪問介護が中心的役割を担うと言われますが、本県
の居宅サービスが通所介護中心であることを考慮すれば、通所介護をサービスの軸とする小規
模多機能型居宅介護をその受け皿として整備していくことが最も効果的と考えます。 
 本県としては、施設整備費の補助制度を設けるほか、このサービスが公募制の対象であり、
市町村が指定権限を有するものであることから、保険者にもその重要性を認識していただける
よう、研修会の開催等の啓発にも取り組んでいきます。 
 
基本データ 
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イ 看護小規模多機能型居宅介護（複合型サービス） 
【現状と評価】 

小規模多機能型居宅介護と訪問看護を組み合わせて一体的に提供するものです。県内では、
令和２（2020）年４月１日現在、米子市で４事業者が実施しています。 
 今のところ定期巡回・随時対応型訪問介護看護とともに、普及が進んでいません。 
 
【第９期の方針(及びそれ以降の方針)】  

定期巡回・随時対応型訪問介護看護とともに在宅重度者を支える仕組みとして重要であり、
特に、県東中部を中心に推進を図ります。 
 
基本データ 
 
 
ウ 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 
【現状と評価】 

平成24（2012）年４月から創設されたサービスで、小規模多機能型居宅介護等と同様に普及
が進められています。令和２（2020）年４月１日現在、９事業所（東部２事業所、⻄部７事業
所）がありますが、中部圏域では事業者を募集しても応募がなく、普及が進んでいません。 
 
【第９期の方針(及びそれ以降の方針)】  

看護小規模多機能型居宅介護とともに在宅重度者を支える仕組みとして重要であり、特に、
県東中部を中心に推進を図ります。 
 
基本データ 
 
 
エ 地域密着型通所介護 
【現状と評価】 

定員18名以下の通所介護は、平成28（2016）年４月１日から「地域密着型通所介護」として
市町村が指定する地域密着型サービスに移行しました。令和２（2020）年４月１日現在、274の
通所介護事業所がありますが、このうち108の事業所が地域密着型通所介護であり、３分の１以
上を占めます。 
 
【第９期の方針(及びそれ以降の方針)】  

地域密着型通所介護だけで見れば、要介護認定者一人当たりの費用月額等は全国平均を下回
っていますが、県内の通所介護サービス全体としてはある程度充足していると認識しており、
市町村の要望に応じて支援していきます。 
 
基本データ 
 
 
 
オ 認知症対応型通所介護 
【現状と評価】 

県内の認知症対応型通所介護に関する要介護認定者一人当たりの費用月額（平成30（2018）
年度）は1,754円であり、全国平均の1,085円の約1.6倍と⾼水準にあり、デイサービス全体の供
給量は充足しています。 
 
【第９期の方針(及びそれ以降の方針)】  

市町村の要望に応じて支援していきます。 
 
基本データ 
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(4)施設サービスと高齢期の住まい 

 本欄では、以下の施設について現状と評価、第9期の方針(及びそれ以降の方針) 
を記載します。また、複数の施設種別に共通する事項については、ア「共通事項」にまとめて
記載します。 
 
 〇介護保険の施設 

特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、介護医療院、特定施設入所者生活介護施設、地
域密着型特別養護老人ホーム、地域密着型特定施設入所者生活介護、認知症対応型共同生
活介護施設(認知症⾼齢者グループホーム) 

 〇介護保険外の施設・住宅 
  有料老人ホーム、サービス付き⾼齢者向け住宅、軽費老人ホーム(A型、ケアハウス)、養護

老人ホームほか 
 
 
 ア 共通事項 
 (ア) 病床数、入所施設等の定員数の全体状況 

医療機関の病床数と、入所施設等の定員数の合計を全国比較すると、以下のとおりとなり、
県全体で全国の平均の1.2倍程度整備されています。 

施設種別ごとの今後の方針は、イ以下に記載します。 
 

                        単位:人、％ 
区分 全国 鳥取県 

75歳以上人口  (a) 19,364,419 94,466 
入所施設等定員数(b) 2,272,768 13,302 
医療機関病床数 (c) 1,583,725 8,733 

計    (b)+(c) = (d) 3,856,493 22,035 
75歳以上人口1,000人あたり整備量  
(d)/(a)*1000 199 233 

出典: 75歳以上人口:政府人口推計(2022.10.1現在) 
     入所施設等定員数:厚生労働省介護サービス施設・事業所調査、社会福祉施設等調査に基づく、 

①特別養護老人ホーム、②地域密着型老人ホーム、③老人保健施設、④介護医療院、⑤認知症⾼齢 
者グループホーム、⑥有料老人ホーム、⑦サービス付き⾼齢者向け住宅、⑧軽費老人ホーム、⑨養 
護老人ホームの定員等の計(2021.10.1現在) 

医療機関病床数:厚生労働省医療施設調査(2021.10.1現在)。なお､介護療養病床､有症診療所を含む。 
 

(イ) サービスの種類と量の適正化 
限られた介護保険財源をより有効に活用していく観点から、県、市町村がサービスの種類

や量をある程度主体的にコントロールする必要があり、各種の制度が設けられています。 
第9期においても、入所施設を中心にこうした仕組みを有効に活用し、市町村と連携を図り

ながら、地域ごとの介護サービス環境を整えていくこととします。 
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(参考)保険者が地域のサービス環境を整えるために設けられている制度 

種 類 制  度  概  要 対象サービス 

総量 
規制 

市町村または日常生活圏域における地域密着型サ
ービスの利用定員総数が、市町村介護保険事業計
画で定める必要利用定員に既に達しているか、超
えることとなり、計画の達成に支障が生じるおそ
れがあるときに指定しないことができる制度。 
(介護保険法第78条の2第6項第4号ほか) 

○介護保険3施設 
○特定施設入居者生活介護 
○認知症対応型共同生活介護 
○地域密着型特定施設入居者生 

活介護 
○地域密着型介護老人福祉施設 
 

公募制 

右の対象サービス普及のために、事業者が日常生
活圏内で一体的にサービスを提供し、移動コスト
の縮減、圏域内での利用者の確実な確保を図るこ
とが必要な場合には、市町村⻑が、申請ではな
く、公募により事業者指定ができる制度。(介護
保険法第78条の13) 

○定期巡回･随時対応型訪問介護看
護 

○小規模多機能型居宅介護 
○看護小規模多機能型居宅介護 
 

市町村 
協議制 

定期巡回･随時対応型訪問介護看護等(対象サービ
ス)の普及のために必要な場合は、県が行う訪問
介護等の居宅サービス事業者の指定について、市
町村⻑は県に協議を求めることができる。当該協
議を踏まえ、県は、指定しないか、又は指定に当
たり条件を付することができる制度。(介護保険
法第70条第10項) 

○訪問介護 
○通所介護 
○短期入所生活介護 
○地域密着型通所介護 
 
 

条件 
付与 

市町村が、事業の適正な運営確保のために必要な
条件を付することができる制度。 
(介護保険法第78条の2第8項) 

○居宅サービス全体 
○地域密着型サービス全体 
 

 
 

イ 特別養護老人ホーム・地域密着型特別養護老人ホーム 
【現状と評価】 
1 第8期計画期間における計画量と利用者数 

計画量程度、順調に整備され、稼働率も⾼い。 
                             単位:人、％ 

区分 

R4度(2022.4.1) R5度(2023.4.1) 
計画
定員 

(計画見込

量)a 

実際
定員b 

実際 
利用
者数c 

c/a c/b 計画
定員 

(計画見込

量)a 

実際
定員b 

実際 
利用
者数c 

c/a c/b 

広域
特養 2,977 2,977 2,868 96.3 96.3 2,977 2,980 2,838 95.3 95.3 

地域
密着
特養 

214 243 214 100.0 88.1 243 249 227 93.4 93.4 

計 3,191 3,220 3,082 96.6 95.7 3,220 3,229 3,065 95.2 95.2 
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2 整備量の推移         
要介護３〜５の方１０００人当たりの整備量は微増で推移している。 

                            単位:人 

区分 第5期計画 第6期計画 第7期計画 第8期計画 
(2011時点) (2014時点) (2017時点) (2020時点) 

施設数 38 (2) 42 (4) 45 (9) 46 (9) 
定員数 2,880 (49) 3,023 (102) 3,192 (204) 3,221 (214) 
要介護3〜5の方1,000
人あたりの数 225.7 230.6 245.9 251.3 
※1 (  ) は地域密着型特別養護老人ホームで、内数。 
※2 施設数は、従来型とユニット型を併設する施設、及び広域型と地域密着型を併設する施設は1としてカウント 
 
3 入所申込者(待機者)数(要介護3〜5)の推移 

① 自宅で待機している方は、近年250〜300人程度となっています。 
                                  単位:人 

調査年度 H27度 H28度 H29度 H30度 R元度 R2度 R3度 R4度 R5度 

待機者数 1,793 1,763 1,842 1,750 1,865 1,878 2,027 1,795 ● 
集計中 

 うち居宅で待機
している者 257 296 277 260 308 331 341 253 ● 

集計中 
※原則として各年4/1時点。 
 

② 2023年度新たに、特養に入所した各施設直近５名の待機日数等について調査を行いました。
その結果は次のとおりです。 

単位:日、人 

圏域 平均待
機日数 

待機場所別待機人数 
自宅 老人保

健施設 
介護医
療院 

有料老
人ホー
ム・サ
⾼住 

認知症⾼
齢者グル
ープホー

ム 

デイサ
ービス
などで
の⻑期
宿泊 

その他
の社会
福祉施

設 

医療機
関 

東部 234 18 11 4 6 9 20 2 21 
中部 345 3 2 0 0 3 17 0 8 
⻄部 258 14 32 1 13 8 4 3 15 
県計 261 35 45 5 19 20 41 5 44 
※ 2023.4現在。平均待機日数は、各施設の回答のうち極端事例(上下各5件)を除外したものの平均。 
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4 全国比較 
 特別養護老人ホームの整備量(定員数)は、要介護3以上の方1,000人当たり233人となっており、
全国の平均の248人よりも若干少ない状況にあります。一方、居宅での待機者は、全国平均の半
数以下となっています。 

区分 

介護保険費用月額(円) 事業 
所数 

定員数 
(人) 入所申込者(人、％) 

⾼齢者1
人当た
り 

⾼齢者1
人当た
り 

要介護
認定者
1人当
たり 

要介護
認定者 
(3以上) 
1,000
人当た
り 

要介護
認定者 
(3以上) 
1,000
人当た
り 

待機者の全体
数a 

居宅で
の待機
者割合 
b/a 

要介護3〜5の方
1,000人あたり待
機者の全体数 

 居宅で
の待機
者数b 

 
 

要介護3〜
5の方1,000
人あたり居
宅での待機
者数 

全 
 
国 

広
域 ● ● ● 3.6 248 253 

,051 
105 

,514 41.7 107 45 地
密 ● ● ● 1.0 27 

鳥
取
県 

広
域 ● ● ● 3.5 233 

1,839 286 15.6 144 22 地
密 ● ● ● 0.7 17 

出典 : 要介護認定者(3以上)1,000人当たり事業所数及び定員数 
要介護認定者数は、介護給付費等実態統計に基づき計算(2021.6.30現在)。 
事業所数、定員数は、厚生労働省介護サービス施設・事業所調査による(2021.10.1現在)。なお、事業所数は従来型・

ユニット型を延カウント。 
入所申込者欄は、2022.12.23に厚生労働省が発表した「特別養護老人ホームの入所申込者の状況（令和４年度）」より計
算 

 ●介護保険事業年報に基づき作成予定。(2023.8末ごろ公表される見込み。) 
 
【第9期の方針(及びそれ以降の方針)】        
〇特別養護老人ホームはすでに一定量整備されていますが、今後10年間でさらに数千人程度、

要介護3〜5の方が増加することが見込まれていることから、現状の待機者数を増加させない
ことを基本に必要な整備を促すこととします。 

〇個室ユニット化割合については、第4期計画策定時において、所得の低い要介護者が一定数あ
り、居住費の関係でユニット型個室より負担の少ない多床室を希望することが多いといった
意見を踏まえ、平成30(2018)年度の個室ユニット化の割合を、介護保険4施設の合計で40％
(国指針50％)、特別養護老人ホームについては60％(国指針70％)に設定しました。令和
4(2022)年度末段階で、本県の実績は介護保険3施設の合計で約35％、特別養護老人ホームで
約58％であり、いずれも目標未達成であることから、引き続き第9期計画期間においても、同
様の目標のもと、設備整備を行うこととします。 

〇また、要介護⾼齢者数が横ばい又は減少局面にある中山間地域においては、地域資源の有効
活用のため、個室であること等一定要件のもと、引き続きショートステイの定員を特別養護
老人ホームの定員に転換することを認める方針とします。 

 
【指標】 

活動指標 成果指標 
○第９期において、下表の差し引き量 
 程度以上、定員が増加されるよう、 

市町村、事業者の整備を促す。 
○要介護認定者数、特別養護老人ホームは

もとより、幅広い施設の整備量に注目す
るとともに、特養の待機者動向を毎年調
査する。 

○各種施設整備等を通じて、第９期に 
おける居宅の待機者数(特例入所を含 
む)を、各年度300人以内とする。 

○第９期において、不足が見込まれる 
地域を中心に、下表の差し引き量程 
度、定員を増加を目指す。 
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                 単位:施設数、人 

区分 
現在の整備量(2023.4.1現在) 必要量(※1) 差し引き量 

東部 中部 ⻄部 県計
(a) 

R6度
(b) 

R7度
(c) 

R8度
(d) 

R6度
(b)-(a) 

R7度
(c)-(a) 

R8度
(d)-(a) 

施設数 20(3) 7(1) 19(6) 46(10) - - - - - - 
定員数 1,412 553 1,262 3,227 ● ● ● ● ● ● 
※1 市町村の見込み必要数の計を勘案しながら、要介護認定者の将来見込みを踏まえて算定 
※2 市町村ごとの見込み数量は、資料編に掲載。     
※3 施設数は、従来型とユニット型を併設する施設、及び広域型と地域密着型を併設する施設は1としてカウ 

ント 
  ● → 市町村から報告のあるサービス必要量を合計する予定。(2023.12ごろに記載) 
 

ウ 介護老人保健施設 

【現状と評価】 
1 第8期計画における計画量と利用者数 

施設⻑医師の死亡などに伴う施設廃止があり、定員数は若干減少傾向にある。 
しかしながら、利用者も減少しており、稼働率はやや低下傾向。新型コロナウイルスの影響

により、施設入所が若干忌避された影響と思われる。 
                            単位:人、％      

R4度(2022.4.1) R5度(2023.4.1) 
計画
定員 

(計画見込

量)a 

実際
定員b 

実際 
利用
者数 

C 

c/a c/b 計画
定員 

(計画見込

量)a 

実際
定員b 

実際 
利用
者数 

c 

c/a c/b 

2,976 2,961 2,793 93.4 94.3 2,976 2,892 2,664 89.5 92.1 
 
2 整備量の推移 

要介護認定者1〜5の方の数に対する整備量は微減傾向にある。 
                単位:人   

区分 第5期計画 第6期計画 第7期計画 第8期計画 
(2011時点) (2014時点) (2017時点) (2020時点) 

施設数    43    47    45    41 
定員数 3,028 3,115 3,099 2,976 

要介護1〜5の方1,000
人あたりの数 132.5 126.5 122.6 118.2 
※ 施設数は、従来型とユニット型を併設する施設は1としてカウント 
 
3 入所申込者(待機者)数 

入所の申込みから入所までの間の日数に関して新たに調査を行いまた。老人保健施設が多く
立地する⻄部圏域においては、待機日数は１か月未満となっています。 

単位:日   

区分 
全県 

 東部 中部 ⻄部 

待機日数 62  89  70  27  
※ 各老人保健施設に対し、2022.12.1時点の直近の入所者各5名について、申し込みから入所までに要した日数 

を調査し、平均したもの。申し込み時点で非該当、要支援の者を含む。 
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4 全国比較 
 本県の老人保健施設は全国平均の1.6倍程度整備され、全国有数の整備量にあります。 

区分 
介護保険費用月額(円) 事業所数 定員数 

(人) 

⾼齢者 
1人当たり 

⾼齢者 
1人当たり 

要介護認定者 
1人当たり 

要介護1以上の
者1,000人当た

り 

要介護1以上の
者1,000人当た

り 
全 国 ● ● ● 0.87  75  
鳥取県 ● ● ● 2.15  121  
出典 : 要介護認定者数は、介護給付費等実態統計に基づき計算(2021.6.30現在)。 

事業所数、定員数は、厚生労働省介護サービス施設・事業所調査による(2021.10.1現在)。 
なお、施設数は、全国統計に合わせ、従来型・ユニット型を延換算。 

 ●介護保険事業年報に基づき作成予定。(2023.8末ごろ公表される見込み。) 
 
 
【第9期の方針(及びそれ以降の方針)】        
〇介護老人保健施設は、県内に38施設(従来型とユニット型を併設する施設は1としてカウント、

令和5(2023)年4月1日現在。)あり、要介護認定者一人当たりの費用月額は●円(令和3(2021)
年度)と、全国平均の●円の約●倍(2023.8に国の統計発表予定)あり、⾼齢者1人あたりの整備
量は全国有数の水準にあります。 

○一方、介護保険制度開始前からの施設や、医療療養病床から転換した施設もあり、一部は施
設の老朽化、施設⻑(医師)の⾼齢化も進んでいます。令和4(2022)年春以降、３つの施設が閉
鎖となりました。 

○老人保健施設の整備については、今後も当面の間介護を要する⾼齢者の増加が見込まれるこ
とから、令和4(2022)年度末時点の整備量(2,892床)を維持することを基本に、介護医療院の整
備量も踏まえつつ、2022年度以降の施設廃止に伴い減となった定員数を目途に新たな整備を
事業者に促すなどにより、適宜対応していくこととします。 

 
【指標】 

活動指標 成果指標 
○市町村の意向をうかがいつつ、2022年度

以降に減床となった98床を目安 
に新たな整備を促す。 

○第９期末における整備量を、介護医療院と
の合算数で、2023.4.1時点の定員数である
2,892人以上確保する。 

                        
単位:施設数、人  

区分 
現在の整備量(2023.4.1現在) 必要量(※1) 差し引き 

東部 中部 ⻄部 県計
(a) 

R6度
(b) 

R7度
(c) 

R8度
(d) 

R6度
(b)-(a) 

R7度
(c)-(a) 

R8度
(d)-(a) 

施設数 10 8 20 38 - - - - - - 
定員数 896 659 1,337 2,892 ● ● ● ● ● ● 
※1 市町村の見込み必要数の計を勘案しながら、要介護認定者の将来見込みを踏まえて算定 
※2 市町村ごとの見込み数量は、資料編に掲載。     
※3 施設数は、従来型とユニット型を併設する施設は1としてカウント 
●再確認 
  ● → 市町村から報告のあるサービス必要量を合計する予定。(2023.12ごろに記載) 
 
 

エ 介護医療院(及び介護療養型医療施設) 
【現状と評価】 
1 第8期計画期間における計画量と利用者数 
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2022年度に医療療養病床から介護医療院への転換があり、計画数を超えた整備があった。稼
働率が⾼い、県庁なサービス。(2023.4の稼働率が低いのは施設180床のオープンが2023.4.1だ
ったのに対し、サービスの利用月が2023年2月分(4月請求分)であることの影響。) 
                            単位:人、％      

R4度(2022.4.1) R5度(2023.4.1) 
計画
定員 

(計画見込

量)a 

実際
定員b 

実際 
利用
者数 

C 

c/a c/b 計画
定員 

(計画見込

量)a 

実際
定員b 

実際 
利用
者数 

C 

c/a c/b 

413 381 385 93.2 101.0 413 561 391 94.7 69.7 
※上記数には、介護療養病床を含まない。 
 
2 整備量の推移 

介護療養型医療施設は転換などにより減少傾向にあったが、介護医療院の整備が進んだ第８
期において増加に転じた。 

                
単位:人  

区分 第5期計画 第6期計画 第7期計画 第8期計画 
(2011.4時点) (2014.4時点) (2017.4時点) (2020.4時点) 

施設数 10 (10) 9 (9) 7 (7) 12   (3) 
定員数 360 (360) 269 (269) 243 (243) 437 (83) 
要介護1〜5の方1,000
人あたりの数 15.8 10.9 9.6 17.4 
※介護医療院及び介護療養型医療施設合算した数値。( )はそのうち介護療養型医療施設の数。 
 
3 全国比較 

介護医療院は、定員数の比較で、全国平均の倍近く整備されています。 

区分 

介護保険費用月額(円) 事業所数 定員数 
(人) 

⾼齢者 
1人当たり 

⾼齢者 
1人当たり 

要介護認定者 
1人当たり 

要介護1以上の
者1,000人当た

り 

要介護1以上の
者1,000人当た

り 
全 国 ● ● ● 0.12  7.8  
鳥取県 ● ● ● 0.36  14.8  
出典 : 要介護認定者(1以上)1,000人当たり事業所数及び定員数 

要介護認定者数は、介護給付費等実態統計に基づき計算(2021.6.30現在)。 
事業所数、定員数は、厚生労働省介護サービス施設・事業所調査による(2021.10.1現 
在)。なお、施設数は従来型・ユニット型を延換算。 

注  : この表は介護医療院のみの数値で、介護療養型医療施設は含まれていない。 
 ●介護保険事業年報に基づき作成予定。(2023.8末ごろ公表される見込み。) 

 
 
【第9期の方針(及びそれ以降の方針)】 
○介護医療院は、平成30(2018)年度に創設された新たな施設サービスで、令和5(2023)年4月1日

現在、12施設(定員552名)があります。また、介護療養型医療施設は令和6(2024)年3月末をも
って制度廃止となることになっており、その一部は介護医療院に転換となる見込みです。 

〇介護医療院の整備量は、75歳以上人口比較で全国平均の倍近く整備されていますが、創設間
もない新たな入所サービスであり、今後⾼齢化のさらなる進展に伴い医療的ケアを必要とす
る重度の要介護者が増加する見通しであること、また整備地域の偏在も見られることから、
今後も、県東部、中部を中心に、事業者の意向に沿いながら、新たな整備を促していきます。 
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【指標】 
活動指標 成果指標 

○第９期において、下表の差し引き量 
 程度以上、定員が増加されるよう、 

市町村、事業者の整備を促す。 

○第９期において、下表の差し引き量 
程度以上、定員を増加する。 

 
単位:施設数、人 

区分 
現在の整備量(2023.4.1現在) 必要量(※1) 差し引き量 

東部 中部 ⻄部 県計
(a) 

R6度
(b) 

R7度
(c) 

R8度
(d) 

R6度
(b)-(a) 

R7度
(c)-(a) 

R8度
(d)-(a) 

施設数 8(1) 0(0) 7(2) 15(3) - - - - - - 

定員数 343 
(13) 0(0) 266 

(34) 
609 
(47) ● ● ● ● ● ● 

※1 市町村の見込み必要数の計を勘案しながら、要介護認定者の将来見込みを踏まえて算定 
※2 ( )は、介護療養型医療施設で、内数。 
※3 市町村ごとの見込み数量は、資料編に掲載。     
  ● → 市町村から報告のあるサービス必要量を合計する予定。(2023.12ごろに記載) 
 
 
 オ 特定施設入居者生活介護・地域密着型特定施設入居者生活介護 
【現状と評価】 
1 第8期計画期間における計画量と利用者数 

有料老人ホーム等で、特定施設入居者生活介護施設の指定を受ける施設は増加傾向にあり、
稼働率も、全体で88.7％となっている。 

                          単位:人、％ 

区分 

R4度(2022.4.1) R5度(2023.4.1) 
計画
定員 

(計画見込

量)a 

実際
定員b 

実際 
利用
者数 

c 
c/a c/b 

計画
定員 

(計画見込

量)a 

実際
定員b 

実際 
利用
者数 

c 
c/a c/b 

有料老
人ﾎｰﾑ 

1,053 

708 635 - 89.7 

1,118 

741 666 - 90.0 

ケア 
ハウス 116 109 - 94.0 145 138 - 95.2 
養護老
人ﾎｰﾑ 285 235 - 82.5 285 235 - 82.5 

計 1,053 1,109 979 93.0 0.00 1,118 1,171 1,039 92.9 88.7 
※ 有料老人ホームには、「有料老人ホームに該当するサービス付き⾼齢者向け住宅」を含む。 
 
2 整備量の推移 
 要介護1〜5の方1,000人あたりの整備量は平行線で推移していたが、第８期に微増した。 

           単位:人   

区分 第5期計画 第6期計画 第7期計画 第8期計画 
(2011時点) (2014時点) (2017時点) (2020時点) 

施設数 18 19 22 25 
定員数 902 922 998 1,071 
要介護1〜5の方1,000
人あたりの数  39.5  37.5  39.5  42.5 
※ 時点は各年4月1日現在 
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3 全国比較 
○○○○○○○ 

区分 
介護保険費用月額(円) 事業所数 定員数 

(人) 

⾼齢者 
1人当たり 

⾼齢者 
1人当たり 

要介護認定者 
1人当たり 

要介護1以上 
の者 

1,000人当たり 

要介護1以上 
の者 

1,000人当たり 
全 国 ● ● ● ● ● 
鳥取県 ● ● ● ● ● 

※全国数値の出典 : ○○○、○○時点 ※2021年度年報 
※本県数値の出典 : ○○○、○○時点 
 ●介護保険事業年報に基づき作成予定。(2023.8末ごろ公表される見込み。) 
 
【第9期の方針(及びそれ以降の方針)】 
○有料老人ホームやケアハウス等に介護の機能を兼ね備える特定施設入居者生活介護は、令和

5(2023)年4月1日時点で30施設が実施しています(特定施設：21施設、地域密着型特定施設：9
施設)。 

○有料老人ホームやケアハウス等に居住する方の要介護者の増加傾向を踏まえ、保険者がこれ
らの施設に対して地域密着型特定施設入居者生活介護機能の追加を促す場合には、原則とし
て同意することとします。 

○また、広域型の特定施設への転換についても、各事業者からの相談に応じて、適宜対応して
いくこととします。 

 
【指標】 

活動指標 成果指標 
○第９期において、下表の差し引き量 
 程度以上、定員が増加されるよう、 

市町村、事業者の整備を促す。 

○第９期において、下表の差し引き量 
程度以上、定員を増加する。 

 
                   単位:施設数、人 

区分 
現在の整備量(2023.4.1現在) 必要量(※1) 差し引き量 

東部 中部 ⻄部 県計
(a) 

R6度
(b) 

R7度
(c) 

R8度
(d) 

R6度
(b)-(a) 

R7度
(c)-(a) 

R8度
(d)-(a) 

施設数 15 2 13 30       
定員数 455 125 591 1,171 ● ● ● ● ● ● 
※1 市町村の見込み必要数の計を勘案しながら、要介護認定者の将来見込みを踏まえて算定 
※2 市町村ごとの見込み数量は、資料編に掲載。     
※3 特定施設入居者介護施設の定員数は有料老人ホームやケアハウス、養護老人ホームの定員数と重複しているので留意のこと。 
  ● → 市町村から報告のあるサービス必要量を合計する予定。(2023.12ごろに記載) 
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 カ 認知症対応型共同生活介護施設(認知症高齢者グループホーム) 
【現状と評価】 
1 第8期計画期間における計画量と利用者数 

稼働率が安定して⾼いサービス。 
                            単位:人、％ 

R4度(2022.4.1) R5度(2023.4.1) 
計画
定員 

(計画見込

量)a 

実際
定員b 

実際 
利用
者数 

C 

c/a c/b 計画
定員 

(計画見込

量)a 

実際
定員b 

実際 
利用
者数 

C 

c/a c/b 

1,467 1,467 1,429 97.4 97.4 1,503 1,521 1,465 97.5 96.3 
 
2 整備量の推移 

認知症者の増に伴い、市町村により整備が計画され、整備量は堅調に伸びている。 
                           単位:人 

区分 第5期計画 第6期計画 第7期計画 第8期計画 
(2011時点) (2014時点) (2017時点) (2020時点) 

施設数 71 83 88 94 
定員数 1,032 1,209 1,281 1,386 
要介護1〜5の方1,000
人あたりの数   45.2   49.1   50.7   55.0 
※ 時点は各年4月1日現在 
 
3 全国比較 

認知症⾼齢者グループホームの整備量は、定員数の比較で、全国平均の1.2倍程度整備されて
います。 

区分 
介護保険費用月額(円) 事業所数 定員数 

(人) 
⾼齢者 

1人当たり 
⾼齢者 

1人当たり 
要介護認定者 

1人当たり 

要介護1以上の
者 

1,000人当たり 

要介護1以上の
者 

1,000人当たり 
全 国 ● ● ● 3.0  44  
鳥取県 ● ● ● 3.9  52  

出典 : 要介護認定者数は、介護給付費等実態統計に基づき計算(2021.6.30現在)。 
事業所数、定員数は、厚生労働省介護サービス施設・事業所調査による(2021.10.1現在)。 

 ●介護保険事業年報に基づき作成予定。(2023.8末ごろ公表される見込み。) 
 
【第9期の方針(及びそれ以降の方針)】 
○本県の認知症日常生活自立度Ⅱ以上の⾼齢者の数は約2.2万人と推定しており、増加傾向にあ

ります。認知症⾼齢者グループホームの供給量は、要介護認定者1以上の者一人あたりで全国
平均の1.2倍弱程度となっていますが、引き続き市町村が必要と考える施設整備への支援を行
っていくものとします。 
 

【指標】 
活動指標 成果指標 

○第９期において、各保険者が必要と認め
た量(下表の差し引き量)の整備を促す。 

○第９期において、各保険者が必要と認めた
量(下表の差し引き量)を整備する。 

 
 
 



- 91 - 

 

単位:施設数、人 
区分 現在の整備量(2023.4.1現在) 必要量(※1) 差し引き 

東部 中部 ⻄部 県計
(a) 

R6度
(b) 

R7度
(c) 

R8度
(d) 

R6度
(b)-(a) 

R7度
(c)-(a) 

R8度
(d)-(a) 

施設数 30 31 39 100 - - - - - - 

定員数 387 495 621 1,503 ● ● ● ● ● ● 
※1 市町村の見込み必要数の計 
※2 市町村ごとの見込み数量は、資料編に掲載。     
  ● → 市町村から報告のあるサービス必要量を合計する予定。(2023.12ごろに記載) 
 

キ 有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅 
【現状と評価】 
 1 整備量の推移 

サービス付き⾼齢者向け住宅の制度創設などに伴い、2010年代に施設数・定員数が増加して
きましたが、近年は伸びが鈍化しています。 

           単位:人   

区分 第5期計画 第6期計画 第7期計画 第8期計画 
(2011時点) (2014時点) (2017時点) (2020時点) 

施設数 31 (8) 85 (36) 108 (45) 109 (44) 
定員数 1,084 (221) 2,841 (1,344) 3,316 (1,525) 3,559 (1,729) 
要介護1〜5の方
1,000人あたりの数 47.5 115.4 131.2 141.3 
※( )はサービス付き⾼齢者向け住宅で、内数。 
 
2 圏域別整備量 

単位:施設数、人 

区分 有料老人ホーム ｻｰﾋﾞｽ付き⾼齢者向け住宅 計 
東部 中部 ⻄部 計 東部 中部 ⻄部 計 東部 中部 ⻄部 計 

施設
数 37 7 24 68 15 9 25 49 52 16 49 117 

定員
数 793 150 906 1,849 443 275 1,273 1,991 1,236 425 2,179 3,840 

※ 2023.4.1現在。なお、市町村別の数量は、資料編に掲載。 
※ サービス付き⾼齢者向け住宅は、有料老人ホームに該当するサービス付き⾼齢者向け住宅の数。 
 
3 全国比較 

有料老人ホームと、有料老人ホームに該当するサービス付き⾼齢者向け住宅の合計数を全国
比較すると、以下のとおりとなり、全国平均程度の整備量となっています。 

区分 
事業所数 定員数 

75歳以上人口 
1,000人当たり 

75歳以上人口 
1,000人当たり 

全 国 1.17  43.3  
鳥取県 1.22  40.3  

出典 : 75歳以上人口:政府人口推計(2022.10.1現在)、全国数値:社会福祉施設等調査(2021.10.1現在) 
本県数値:2022.10.1現在 
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【第9期の方針(及びそれ以降の方針)】 
〇全国平均程度の整備量があり、今後の新たな整備について、特段の方針は定めません。 
○県では「鳥取県有料老人ホーム設置運営指導指針」を定め、有料老人ホーム運営事業者に対

し、その遵守を求めています。多様な⾼齢者向けの住まいが整備されていく中で、契約やサ
ービスの利用などに際し、入居する⾼齢者が不利益を被ることのないよう、引き続き適正な
運用を確保していくものとします。 

○また、これらの施設には、通所介護事業所を併設したり、入所者に対して訪問介護事業を実
施する事業者が一般的であり、⾼齢者が安心して利用できるよう、これらの介護サービスへ
の指導を通じて運営への指導を行います。 

○なお、食事提供や見守りなど実質的に有料老人ホームの機能を持ちながら有料老人ホームの
届出を行っていない賃貸住宅に対しては、保険者と連携をとりながら、必要な対応を図って
いきます。 

 
【指標】 

活動指標 成果指標 
○第９期における活動目標は定めない。 ○第９期における成果目標は定めない。 
 
 

ク 軽費老人ホーム 
【現状と評価】 
1 第8期計画期間における計画量と利用者数 

2021年度と2022年度を比較すると、全体稼働率に若干の低下がみられますが、いずれにして
も稼働率平均は９割を超えており、ニーズの⾼いサービスと言えます。 

 
                                        単位:人、% 

R3度(2021.4.1) R4度(2022.4.1) 
定員 

A 
実際 

利用者数 
B 

b/a 定員 
A 

実際 
利用者数 

b 
b/a 

1,173  1,096  93.4%  1,173 1,067  91.0%  
 
2 整備量の推移 

近年、施設数、定員数に大きな変更はありません。 
           単位:人   

区分 第5期計画 第6期計画 第7期計画 第8期計画 
(2011時点) (2014時点) (2017時点) (2020時点) 

施設数 28 29 29 29 
定員数 1,157 1,173 1,173 1,173 
 
3 圏域別整備量 
 全県にバランス良く配置されています。なお、施設の分割や定員減に伴い、2023.4.１時点で、
全県の施設数は1増の30、定員数は1,168名となっています。 

単位:人 
区分 東部 中部 ⻄部 計 

施設数 11 9 10 30 
定員数 445 246 477 1,168 
※2023.4.1現在。市町村ごとの数量は、資料編に掲載。   
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4 全国比較 

75歳以上人口比で、全国平均の2.5倍程度整備されています。 

区分 
事業所数 定員数(人) 

75歳以上人口 
1,000人当たり 

75歳以上人口 
1,000人当たり 

全 国 0.12  4.9  
鳥取県 0.31  12.4  

出典 : 75歳人口:政府人口推計(2022.10.1現在)、全国数値:社会福祉施設等調査(2021.10.1現在) 
本県数値:2023.4.1現在 

 
【第9期の方針(及びそれ以降の方針)】 
○軽費老人ホームは、身体機能の低下等のため、独立して生活するには不安がある⾼齢者が自

立した生活を確保できるようにケアや居住環境に配慮した施設であり、県の運営費支援のも
と、令和5(2023)年4月1日現在、ケアハウスが26施設(定員938名)、軽費老人ホーム(A型)が4
施設(定員230名)整備されています。 

○新たな広域型施設の整備は予定していませんが、圏域のバランス、地域のニーズ  
等を踏まえ、関係市町村と協議を行ったうえで、必要と認められる場合は、整備 
に取り組むこととします。 

  
【指標】 

活動指標 成果指標 
○第９期における活動目標は定めない。 ○第９期における成果目標は定めない。整備

又は廃止(縮小)の意向が寄せられた際は、
市町村と協議しながら、適宜対応する。 

 
 
 ケ 養護老人ホーム 
【現状と評価】 
1 第8期計画期間における計画量と利用者数 

被措置者の数は減少傾向で、2022年度の稼働率は81.7％となっています。 
                                     単位:人、% 

R3度(2021.4.1) R4度(2022.4.1) 
定員 

A 
実際 

利用者数 
b 

b/a 定員 
a 

実際 
利用者数 

b 
b/a 

410  370 90.2%   410 335 81.7%   
出典：福祉行政報告例 
 
2 整備量の推移 

近年、施設数、定員数に大きな変更はありません。     
                                        単位:人 

区分 第5期計画 第6期計画 第7期計画 第8期計画 
(2011時点) (2014時点) (2017時点) (2020時点) 

施 設 数     4     4     4     4 
定 員 数 410 410 410 410 
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3 圏域別整備量 

単位:施設数、人 
区分 東部 中部 ⻄部 計 

施設数 1  2  1  4  
定 員 90  180  140  410  
※2023.4.1現在。市町村別の数量は、資料編に掲載。   
 
4 全国比較 

75歳以上人口比で、全国平均以上の整備が見られます。 

区分 
事業所数 定員数 

75歳以上人口 
1,000人当たり 

75歳以上人口 
1,000人当たり 

全 国 0.05  3.2  
鳥取県 0.04  4.3  
出典 : 75歳以上人口:政府人口推計(2022.10.1現在)、全国数値:社会福祉施設等調査(2021.10.1現在) 

本県数値:2023.4.1現在 
 
【第9期の方針(及びそれ以降の方針)】 
○養護老人ホームは、環境上又は経済的な理由により、居宅において生活することが困難な⾼

齢者が利用する施設で、市町村による措置により入所する施設です。 
本来、介護を要しない方、又は介護度が軽度の方の入居を想定した施設ですが、近年は中重
度に分類される要介護３〜５の方の入居も少なからずあり、特定施設入居者生活介護施設の
指定を受けている施設もあります。 

○施設の入所者の確保が市町村の措置次第である中、近年措置件数が減少傾向にあり、施設設
備の老朽化も進んでいるなど、主体的な経営展開に難しさを抱えた施設種類です。しかしな
がら、契約入所が困難な⾼齢者の拠り所として今後も必要であることから、事業者、市町村
と連携しながら必要な定員・利用者の確保を図っていくものとします。 

 
【指標】 

活動指標 成果指標 
○第９期における活動目標は定めない。 ○現状定員の維持を基本としつつ、事業者か

ら定員増減の意向が寄せられた際は、市町
村と協議しながら、適宜対応する。 

 
 
 コ その他 

住宅政策として、公営住宅の整備が行われているほか、⾼齢者が⺠間賃貸住宅に円滑に入
居できるよう、「セーフティネット住宅」の取組が行われています。⾼齢者が入居しやすい賃
貸住宅が確実に確保されるよう、⼾数の推移に注目し、適宜必要な働きかけを行っていくも
のとします。 

 
(参考)公営住宅等の⼾数（2023.4.1現在) 
    県営住宅       3,809⼾ 
    県営以外の公営住宅  5,852⼾ 
    セーフティネット住宅 6,394⼾  
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(5)介護給付の適正化等 
（●）介護給付の適正化等 「第６期鳥取県介護給付適正化計画」 
 介護給付の適正化とは、介護サービスを必要とする方を適切に認定し、事業者が過不足のな
いサービスを適切に提供するための取組みです。適切なサービスの確保と費用の効率化を通じ
て介護保険制度への信頼性を⾼め、持続可能な介護保険制度運営を目指します。 
 
ア 鳥取県介護給付適正化計画 
【現状と評価】 
（1 概要・制度・概念図） 
（2 関連データ） 
（3 市町村・地域の実践事例） 
（4 県の取組(と評価)） 
 
 介護保険制度が県⺠に信頼され、十分に機能していくためには、適正かつ適切なサービス提
供がなされるよう、県や市町村が介護給付の適正化事業を一層推進していくことが必要です。
そのため、本欄を「第６期鳥取県介護給付適正化計画」として位置付け、事業者への行政指導
や監査を通じて、利用者が必要なサービスを適切に享受できるよう取組を推進します。 
 介護給付適正化については、国の指針において、市町村における次表の事業を「適正化主要
５事業」として重点的に取組むこととされており、徐々に実施率が上昇している状況です。 
 
＜適正化主要５事業と県内保険者実施率＞ 
 事業名 保険者実施率 

（令和４年３月３１日現
在） 

保険者実施率 
（令和２年11月1日現

在） 
１ 要介護認定の適正化 100.0％（17保険者） 100.0％（17保険者） 
２ ケアプランの点検 100.0％（17保険者） 88.2％（15保険者） 
３ 住宅改修・福祉用具点検 88.2％（15保険者） 82.4％（14保険者） 
４ 縦覧点検及び医療情報との突合 100.0％（17保険者） 100.0％（17保険者） 
５ 介護給付費通知の送付 70.6％（12保険者） 70.6％（12保険者） 
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（参考）適正化主要５事業の実施状況（令和４年３月） 

保険者名 
 

要介護認定の 
適正化 

ケアプランの 
点検 

住宅改修・ 
福祉用具点検 

縦覧点検・ 
医療情報との

突合 
介護給付費 
通知の送付 

鳥取市 ○ ○ ○ ○ ○ 
米子市 ○ ○ − ○ − 
倉吉市 ○ ○ ○ ○ − 
境港市 ○ ○ − ○ − 
岩美町 ○ ○ ○ ○ ○ 
若桜町 ○ ○ ○ ○ ○ 
智頭町 ○ ○ ○ ○ ○ 
八頭町 ○ ○ ○ ○ ○ 
三朝町 ○ ○ ○ ○ ○ 

湯梨浜町 ○ ○ ○ ○ ○ 
琴浦町 ○ ○ ○ ○ ○ 
北栄町 ○ ○ ○ ○ ○ 
大山町 ○ ○ ○ ○ ○ 
日南町 ○ ○ ○ ○ − 
日野町 ○ ○ ○ ○ ○ 
江府町 ○ ○ ○ ○ − 

南部箕蚊屋 ○ ○ ○ ○ ○ 
実施保険者数 17 17 15 17 12 

実施率 100.0% 100.0% 88.2% 100.0% 70.6% 
 
介護給付の適正化は、持続可能な介護保険制度を構築していく上で、保険者が自ら積極的に

取り組むべきものですが、本県では、各保険者が個々に実施するには人的及び財政的負担が大
きい事業を実施することにより、県内保険者における介護給付の適正化を支援しています。 

第５期適正化計画において重点的取組として位置付けていたケアプラン点検については、効
率的・効果的なケアプラン点検方法についての研修や専門職として知識と経験のある主任介護
支援専門員等をケアプラン点検員として派遣し、点検業務の支援を行った効果もあり、県内の
全保険者においてケアプラン点検が実施されています（令和●年●月時点）。 

 
＜これまでの支援内容＞ 

事業名 支援内容 
要介護認定の適正
化 

・ 要介護認定の適正化を推進するため、新任・現任認定調査員、介護
認定審査会委員を対象とした研修を各広域連合等（東部広域行政管
理組合、鳥取中部ふるさと広域連合、⻄部広域行政管理組合）と共
同で実施。 

・ 要介護認定の際に必要となる主治医意見書の平準化を図るため、各
圏域の医師会に委託して主治医研修を実施。 

ケアプランの点検 ・ 技術不足・人員不足等で十分な点検が実施できない保険者にケアプ
ラン点検員を派遣。 

・ 経験の浅い職員でも効率的・効果的にケアプラン点検が実施できる
よう、保険者の点検能力向上を目的とした研修会を実施。 

縦覧点検・医療情
報との突合 

・ 各保険者が鳥取県国⺠健康保険団体連合会に委託実施する縦覧点
検・医療情報との突合、過誤処理事務に対して、補助金を交付。 

 
  



- 97 - 

 

 
【第９期の方針(及びそれ以降の方針)】  
（ア）適正化事業の推進と目標 
 第６期適正化計画では、国の指針が見直され、保険者の事務負担の軽減を図り、効果的・効
率的に事業を実施するため、これまでの適正化主要５事業が３事業に再編されるとともに、実
施内容の充実化を図ることとなりました。 
 
＜適正化主要５事業の再編＞ 

事業 見直しの内容  見直し後 
要介護認定の 
適正化 

・要介護認定の平準化を図る取組をさらに進め
る。 要介護認定の 

適正化 
ケアプランの点検 ・一本化する。 

・国保連からの実績帳票を活用し、費用対効果が
期待される帳票に重点化する。 

ケアプランの点
検 
住宅改修の 
点検・福祉用具 
購入・貸与調査 

住宅改修の 
点検・福祉用具 
購入・貸与調査 
医療情報との 
突合・縦覧点検 

・費用対効果が期待される帳票に重点化する。 
小規模保険者にも配慮し、国保連への委託を進め
る。（協議の場で検討） 

介護給付通知 ・費用対効果が見えにくいため、主要事業から除
外し、任意事業とする。 

  

 
（イ）保険者への支援 

適正化主要事業が見直されたことにより、全保険者が主要３事業のすべてを実施しているこ
ととなりましたが、保険者の適正化事業の更なる充実を図るため、県としての支援を継続して
いきます。 
 
＜ケアプラン点検員養成研修＞ 
 本県ではすべての保険者がケアプラン点検を実施している一方、実施保険者においても、ケ
アプラン全数に占める点検数の割合にばらづきがある等、その取組状況に差異が見られます。
県では、経験の浅い職員でも効率的・効果的にケアプラン点検が実施できるよう、新たに県内
保険者の点検能力向上を目的とした研修会を実施します。 
＜ケアプラン点検員派遣事業＞ 

介護保険制度の目的である「自立支援」を実現するため、実際に作成されたケアプランを自
立支援の観点から点検し、必要に応じて担当ケアマネジャーに助言する取組です。県では、技
術不足・人員不足等で十分な点検が実施できない保険者に対して、ケアプラン点検員を派遣し、
点検業務の支援と保険者のノウハウ向上を図ります。 
＜鳥取県国⺠健康保険団体連合会との連携＞ 

小規模な保険者の多い本県では、特に人的要因から介護給付適正化システムを活用した取組
ができていない点を踏まえ、鳥取県国⺠健康保険団体連合会の適正化システムによって出力さ
れる給付実績データのうち、比較的取り組みやすい帳票の活用方法を紹介すること等を目的と
した鳥取県介護給付費適正化研修を実施してきました。 

第６期計画期間においても、引き続き、鳥取県国⺠健康保険団体連合会と連携し、これまで
の鳥取県介護給付費適正化研修に加え、同連合会職員による保険者への巡回説明を実施するこ
とにより、保険者のケアプラン点検の取組を支援していきます。 
 
（ウ）都道府県が行う適正化事業 

被保険者や介護事業所職員から寄せられる苦情・問い合わせは不正請求・不適切なサービス
提供の発見につながる有用な情報の一つであることから、県及び鳥取県国⺠健康保険団体連合
会が保有するこうした情報については保険者と情報を共有し、必要に応じて保険者と連携した
指導監査の実施等を行います。 
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イ 指導監査等の実施 
【現状と評価】 
(1 概要・制度・概念図） 

（2 関連データ） 
（3 市町村・地域の実践事例） 
（4 県の取組(と評価)） 

県では、自らが指定を行った介護事業者に対し、適切な事業実施がなされるよう、適宜、実
地指導・集団指導等を実施しています。また、市町村が権限を有する地域密着型サービスを提
供する介護事業者への指導等も適切に行えるよう、市町村と共同して事業者指導を行う取組を
進めています。 
 
【第９期の方針(及びそれ以降の方針)】  

不適切事案は早期に発見・改善されるよう、適期に実地指導・集団指導を行います。ただし、
県内には約1,700の介護事業所（令和５年４月１日現在）があることから、限られた人員体制で
効果的かつ効率的な指導・監査を行うために工夫を重ねていきます。 
＜指導監督の方向性＞ 
○実地指導を法人ごとに行うこととし、定期的に実施していきます。 
○指定基準等に則った適正運営を推進するため、集団指導を定期的に実施していきます。 
○保険者である市町村との連携を一層強化（共同での指導監査の実施等）します。 
○介護支援専門員連絡協議会と連携した居宅介護支援事業者への指導（ケアプランの適正化の

推進）を行います。 
 
 
ウ 指定通所介護事業所等で提供する宿泊サービスと未届け有料老人ホーム 
(1 概要・制度・概念図） 

（2 関連データ） 
（3 市町村・地域の実践事例） 
（4 県の取組(と評価)） 

県内には、303ヶ所の通所介護事業所（認知症対応型通所介護及び地域密着型通所介護を含む。
令和５（2023）年４月１日現在）があり、このうち約12％にあたる35事業所で自主宿泊事業
（宿泊サービス）を行っています。その内訳は、東部19事業所、中部18事業所、⻄部ゼロであ
り、地域により偏在が見られます。 
 また、全国的に、やむを得ない場合に限定して宿泊を行い、法定サービスに劣らない水準の
サービス提供が行われているものがある一方、デイサービス利用者に漫然と⻑期にわたり宿泊
サービスを提供し、実質的に入所施設と同様の状況にあるもの、一室に多くの人数が宿泊して
いる例、十分な防災対策がとられていない例があったことから、県では、平成26（2014）年10
月に「鳥取県における指定通所介護事業所等で提供する宿泊サービスの事業の人員、設備及び
運営に関する指針（ガイドライン）」を策定し、事業者に周知することにより、適切な宿泊サー
ビスの実施と⾼齢者の安心・安全の確保を推進しています。 
 国においても、平成27年４月に基準省令「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営
に関する基準」を改正し、自主宿泊（宿泊サービス）の提供の開始前に指定権者への届出が必
要となりました。 
 なお、実態として⾼齢者を入居させ、食事等のサービスを一体的に提供する場合は有料老人
ホームに該当します。また、宿泊費を受け取って宿泊を行う場合は旅館業に該当します。これ
らは、届出又は許可が必要であり、これらの手続を行っていない事業者に対しては、適切な対
応を行うよう指導を行っています。 
 老人福祉法や介護保険法の趣旨は、介護を要する⾼齢者が⻑期間泊まる場所としては、ショ
ートステイや特別養護老人ホーム、小規模多機能型居宅介護などに準じた設備、人員要件が整
えられるべきであり、脱法的行為に対しては、毅然とした対応をとります。 
 
【第９期の方針(及びそれ以降の方針)】  
 県として整備を進める考えはありませんが、既設事業所に対しては「鳥取県における指定通
所介護事業所等で提供する宿泊サービスの事業の人員、設備及び運営に関する指針」及び「鳥
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取県有料老人ホーム設置運営指導指針」に基づき、介護を要する⾼齢者の宿泊環境が適正なも
のとなるよう、事業者に働きかけていきます。 
 
（参考）鳥取県における指定通所介護事業所等で提供する宿泊サービスの事業の人員、設備及

び運営に関する指針（ガイドライン）の概要 
１ 目的 

指定通所介護事業所（デイサービス事業所）が提供する宿泊サービスの利用者に対する
安全確保や尊厳の保持、並びに宿泊サービスの健全な提供を目的とします。 

２ 基本方針 
・宿泊サービス事業の実施及び運営に当たっては、旅館業に該当する場合は旅館業法の許

可を取得するとともに、旅館業法、消防法、建築基準法、労働基準法その他の法令等を
遵守すること。 

・利用者の心身の状況、又は家族の疾病、冠婚葬祭等の理由、家族の身体的及び精神的な
負担の軽減等を図る等のやむを得ない事情がある場合に、居宅において日常生活を営む
のに支障がある者に対し、緊急かつ短期間の利用として宿泊サービスを提供すること。 

３ 主な項目 
連続宿泊日数 30日以内とすること。 

ただし、ケアマネジャーが必要性を認めた場合は例外を認める。 
総宿泊日数 要介護認定又は要支援認定有効期間の半数を超えないこと。 

ただしケアマネジャーが必要性を認めた場合は例外を認める。 
宿泊定員 デイサービスの利用定員の40％以内（９人以下）とすること。 
宿泊室 個室を原則とし、１人当たりの面積を7.43平方メートル以上とするこ

と。 
宿泊階 原則１階とすること。 
夜間の職員配置 夜勤職員を１人以上配置すること。 
非常災害対策 夜間避難計画の策定及び夜間避難訓練を実施すること。 

 
エ 有料老人ホームに併設するデイサービス等の適正運営 
【現状と評価】 
(1 概要・制度・概念図） 

 届出又は登録で設置できる住宅型有料老人ホームやサービス付き⾼齢者向け住宅に、居宅系
サービスであるデイサービスや訪問介護、地域密着型サービスである小規模多機能型居宅介護
施設、定期巡回・随時対応型訪問介護看護等を組み合わせて一体的に運営する経営形態が増加
しています。 

全国的に見ると入居者に併設事業所のみしか利用させない、近隣の介護事業所の情報を教え
ないなど、医療・介護サービスの自由な選択と決定を妨げるようないわゆる囲い込みが行われ
ているという指摘があります。 

また、国では、有料老人ホームに併設されている事業所は他の事業所よりも⾼い割合で指定
取消等処分の対象となっていると推察されており、実地指導・監査等を通じて、適正運営に関
する注意喚起の通知も発出されています。 
 
（2 関連データ） 
（3 市町村・地域の実践事例） 
（4 県の取組(と評価)） 
  



- 100 - 

 

【第９期の方針(及びそれ以降の方針)】  
 県や保険者が行う実地指導等を通じて、介護保険事業の適正な運営に関し、引き続き、実態
把握と必要な指導を行い、不正等に対しては厳格に対応していきます。 
 
オ 措置制度の適正運営 
【現状と評価】 
（1  概要・制度・概念図） 
（2 関連データ） 
（3 市町村・地域の実践事例） 
（4 県の取組(と評価)） 

平成12（2000）年度に介護保険制度が創設され、介護サービスの仕組みは、措置から契約
（利用者本人とサービス事業者（施設）の間の契約）へと変更されました。 

しかし、身体は元気であっても経済的理由で居宅生活が困難な方、虐待事例など介護保険の
仕組みでは適切な対応ができない場合には、老人福祉法に定める「やむを得ない事由による措
置」として、引き続き市町村の措置により、施設入所等が行えることとされています。 
 
【第９期の方針(及びそれ以降の方針)】  
 全国的な問題となっている行方不明認知症⾼齢者や虐待⾼齢者など、今後も対応が難しい案
件の発生による措置入所等も想定されるため、適切に対応できるよう市町村と連携して取り組
んでいきます。 
 
カ 介護サービス事業所等の地域活動 
【現状と評価】 
（1  概要・制度・概念図） 
（2 関連データ） 
（3 市町村・地域の実践事例） 
（4 県の取組(と評価)） 
 介護サービス事業所など県内には数多くの介護の拠点があります。これらの拠点が、事業所
周辺への地域活動を行うと全体として大きな取組となりますが、現状では、多くの事業所は介
護保険事業に専念しているものと思われますが、中にはボランティア活動などの地域活動を定
期的に行っている事業者もあります。 
 
【第９期の方針(及びそれ以降の方針)】 
 介護サービス事業所は地域における介護の拠点であり、今後の地域包括ケアの構築にあたり、
施設の一部を⾼齢者や地域の交流拠点として開放したり、専門職を地域の介護予防教室に派遣
するなどの地域活動への参画が期待されます。とりわけ、社会福祉法人においては、公益法人
として、内部留保等を活用した取組を求めたいと思います。 
（地域貢献活動の主な実施例） 

・毎年１回施設内において家族介護教室を開催 
・毎年１〜２回介護予防教室を開催 
・海岸清掃ボランティアの実施、地区清掃への参加 
・地域へのイベント用品の貸し出し 
・不法投棄予防のための地域巡回 

・地域の行事（書道教室等）への施設の開放 
 
 
 
 
６ 福祉人材の確保と働きやすい職場づくり 
（１）福祉人材の現状 

ア 専門職の配置状況等 
令和3年（2021）年介護サービス施設・事業所調査によると、県内の介護事業所で働く

職員は16,326人で、このうち介護職員は10,979人です。また、介護職員のうち6,138人が

【要留意】人材分科会の意見反映前の案です。 
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介護福祉士の資格を保有し、その割合は59.9%です。全国平均の49.9%より10ポイント⾼
く、総じて専門性の⾼いケアが行われていると考えることができます。 

 
 （参考）介護事業所で働く職員数／全国と鳥取県 

（単位：人） 
 全  国 鳥取県 

介護職員 a 2,148,650 10,979 
 
 
うち介護福祉士 b 1,029,042 6,964 
 b/a (%) 47.89% 63.43% 

看護職員 417,504 2,378 
ケアマネジャー 187,541 1,112 
理学療法士、作業療法士、言語聴覚士 132,856 1,103 
相談員、その他 627,068 4,122 

計 3,513,619 19,694 
  出典：令和3（2021）年介護サービス施設・事業所調査（厚生労働省） 
 

（参考）要介護認定者千人当たりの職員数／全国と鳥取県 
（単位：人） 

 全  国 鳥取県 
介護職員 a 312.3 311.9 

 うち介護福祉士 b 149.6 197.8 
看護職員 60.7 67.6 
ケアマネジャー 27.3 31.6 
理学療法士、作業療法士、言語聴覚士 19.3 31.3 

出典：令和3（2021）年介護サービス施設・事業所調査に基づく職員数を令和3(2021)年9月末現在の要介護認定者数(全国
6,880,125人、鳥取県35,202人)で割り戻した数 

 
イ 有効求人倍率 

本県は、全国と比較すると、介護人材を比較的確保しやすい状況にありますが、平成26
（2014）年以降、有効求人倍率が急速に⾼まっており、さらなる人材不足の進行が懸念さ
れます。 
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（参考）有効求人倍率の状況 
 ①都道府県別有効求人倍率 
 

 
 

出典：「職業安定業務統計」（厚生労働省） 
 

②鳥取県の有効求人倍率の推移 

 

 出典：県⻑寿社会課まとめ。鳥取労働局から聞き取り 
  

H26度 H27度 H28度 H29度 H30度 R1度 R2度 R3度 R4度 R4.2 R4.3 R4.4 R4.5 R4.6 R4.7 R4.8 R4.9 R4.10 R4.11 R4.12 R5.1 R5.2 R5.3 

福祉関係職業
合計

1.60 1.94 2.08 2.30 2.41 2.69 2.25 2.50 2.48 2.74 2.48 2.22 2.15 2.28 2.43 2.37 2.47 2.55 2.51 2.72 2.73 2.69 2.63

うち介護関係 1 .19 1 .56 1 .91 2 .29 2 .53 2 .96 2 .55 2 .94 3 .05 3 .30 2 .81 2 .65 2 .54 2 .81 2 .96 3 .00 3 .01 3 .17 3.03 3 .30 3.44 3.36 3.29

(参考)全産業 1.01 1.20 1.41 1.63 1.66 1.67 1.14 1.25 1.37 1.35 1.31 1.23 1.24 1.28 1.35 1.38 1.40 1.43 1.45 1.50 1.45 1.41 1.36

鳥取県内の福祉介護関係職業の有効求人倍率の推移

R3度 R4度

※全産業の有効求人倍率は季節調整済み　　※個別の職業における有効求人倍率は原数値を利用(常用のみ※短期を除く)
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福祉関係職業

合計

うち介護関係 (参考)全産業

福祉関係職業合計 2.63倍

全産業1.36倍

介護関係3.29倍
（倍）
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ウ 離職率と新規就労 
「介護労働実態調査」によると、平成27（2015）〜令和3（2020）年度の７年間におけ

る介護職員の離職率を平均すると、鳥取県14.1％、全国平均15.6%であり、本県では全国
と比較して低い傾向にあります。また、令和3年度と平成27年度を比較すると、本県及び
全国平均いずれも低下傾向にあります。 

 

（参考）介護職員に関する採用者数と離職率の状況 
（単位：人）   

 
年度 

 
要 介 護 
認定者数 

介 護 
職員数 

離職率 
（鳥取県） 

離職率 
（全国平均） 

H27(2015) 34,230人   10,900人  19.0% 16.5% 
H28(2016) 34,254人  10,667人 11.4% 16.7% 
H29(2017) 34,543人 10,494人 12.2% 16.2% 
H30(2018) 34,856人 10,694人 13.3% 15.4% 
R1(2019) 34,875人 11,061人 17.8% 15.3% 
R2(2020) 35,229人 11,154人 14.8% 14.9% 
R3(2021) 35,150人 10,979人 11.7% 14.1% 

平均 14.1% 15.6% 
出典：要介護認定者数は介護保険事業状況報告（厚生労働省）、介護職員数は介護サービス施設・事業所調査、離職率は介護労働実

態調査（介護労働安定センター） 
   ※R3 年度の要介護認定者数は、令和 4 年 3 月末の暫定値。 
 

エ 介護福祉士の養成の状況 
県内には、令和5年4月現在で、介護福祉士養成施設が2校（鳥取社会福祉専門学校、ＹＭ

ＣＡ米子医療福祉専門学校）と福祉系⾼校が1校（境港総合技術⾼等学校）ありますが、近
年、入学者が減少傾向です。介護関係以外の求人が増えていることや、従来、養成施設の
卒業のみで介護福祉士の資格が取得できていたのに対し、平成29年度から国家試験が義務
付けられたこと等が影響を与えているようです。 

 
（参考）介護福祉士養成施設3校の入学者数                

（単位：人）  
 
 定員A 入学者数 充足率 

B/A 計B(C+D) ⾼校新卒C 社会人等D 
H27度 140 69 21 48 0.49 
H28度 140 47 20 27 0.34 
H29度 140 41 22 19 0.29 
H30度 120 33 17 16 0.28 
R1度 120 37 26 11 0.31 
R2度 120 30 11 19 0.25 
R3度 120 39 21 18 0.33 
R4度 80 36 19 17 0.45 
R5度 80 26 13 13 0.33 

出典：県⻑寿社会課まとめ。各校の定員は、鳥取社会福祉専門学校(2年制)40名（令和4年度から80人→40人に変更）、YMCA
米子医療福祉専門学校(2年制)40名、鳥取短期大学(1年制)20名(平成30年度末に廃止)  
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（参考）境港総合技術高校の入学者数及び介護福祉士国家試験合格者数 

（単位：人） 
 介護類型生徒数 A 合格者数 B 合格率 B/A（%） 

H27 度 20 20 100 
H28 度 21 21 100 
H29 度 18 18 100 
H30 度 13 13 100 
H30 度 13 13 100 
R1 度 13 13 100 
R2 度 14 14 100 
R3 度 22 22 100 
R4 度 16 16 100 

  出典：県教育委員会資料 
介護福祉士養成は、福祉学科福祉科（定員 38 人)のうち、介護類型選択生徒のみ 

 

オ 介護職のイメージ 
令和2年7〜8月に実施した県政参画電子アンケートによる意識調査では、介護の仕事につ

いて、「社会的意義がある（ややある）」という回答が9割を、「やりがいのある（ややある）
仕事」という回答が8割を超えています。一方で、「仕事の内容がきつい」、「給与が少ない
(やや少ない)」との回答が8割を超えています。 

介護職員と全産業の平均賃金を比較すると、（平均年齢・勤続年数に違いがあり、単純比
較はできませんが）、全国的には、介護職員の賃金は依然として低い傾向にあります。 

また、初任給についても、福祉施設介護職員は｢⾼卒程度｣、｢短大・大卒程度｣とも低い
傾向です。 

賃金は重要なことですが、介護職を確保していく観点からは、「将来にわたりニーズがあ
り、安定している業種」、「人と社会に貢献する仕事」などといったポジティブなイメージ
の発信と、偏ったネガティブなイメージを改善していくことが必要です。 

また、職場環境の改善による職員の処遇改善、介護職員のスキルアップや資格取得によ
り、利用者へのケアの質の向上はもとより、賃金を向上させる取組も必要です。 

 
 
（２）介護職員の確保に関する数値目標 

要介護認定者数は令和3（2021）年から令和17（2035）年に1.07倍になると見込まれま
す。同程度の配置のもとに介護を行うとすれば、令和17年に向けて介護事業所に勤務する
職員がさらに約770名必要であり、年間60人程度ずつ純増させていくことが必要となる見込
みです。ただし、近年は、介護ロボットや見守りシステム、介護記録システムの導入等、
介護現場におけるDX（デジタル・トランスフォーメーション）により、職員の負担軽減や、
業務効率化の取組が進められているところです。 

令和7年（2025）年にはいわゆる団塊世代がすべて75歳以上になるなど、介護が必要と
なる方の急速な増加が見込まれるとともに、生産年齢人口の減少が顕著になる中で、介護
人材の確保は喫緊の課題となっているため、安定的な確保に向けた取組をさらに充実させ
ていく必要があります。 
 
令和17(2035)年に向けた本県の介護職員数・要介護認定者数の比較 

 R3年度(A) R17年度(B) 比較 
介護職員数 10,979人    約11,747人     (B)−(A) 768人  

(参考)要介護認定者数 35,150人 37,775人 (A)⇒(B) 1.07倍  
出典 ： R3年度介護職員数はR3年度介護サービス・事業所調査（厚生労働省）、要介護認定者数は介護保険事業状況報告（厚生

労働省）令和4年3月末暫定値。R17年度の介護職員数、要介護認定者数は、県⻑寿社会課で推計。 
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（３）福祉人材の確保及び定着 
福祉人材の確保について新卒者と社会人に大別され、新卒者については⾼卒と大卒、あ

るいは福祉専攻（介護福祉士養成施設等）とその他に分類されます。また、社会人につい
ては、同じ福祉現場からの転職と他の業種からの転職が考えられます。 

福祉人材の確保は、県、県社会福祉協議会（福祉人材センター）、鳥取労働局（ハローワ
ーク）、介護労働安定センターとともに、福祉関係団体、介護福祉士養成施設、介護事業者
など多くの関係者が連携し、一体となって取組を進めることが重要です。鳥取労働局が主
催する介護労働懇談会などの機会を活用し、連携を深めていくこととします。 

また、現状分析からイメージアップの取組が極めて重要であり、継続的に一貫した好イ
メージの発信を行うことなどが必要です。 

 

 

（参考）介護職員の主な確保ルート（令和5年4月現在） 

  

 

ア 介護職員・主に新卒者に対する取組 
（ア）養成施設ルート 

県では、介護福祉士等の養成・確保のための支援策として介護福祉士修学資金等貸付
制度を、雇用施策として進路選択学生支援事業を、県社会福祉協議会への補助を通じて
実施しています。 

介護福祉士修学資金等貸付制度において、平成25（2013）年度から、⾼校在学時に貸
付を内定する制度を設けたことにより、介護福祉士の資格取得や介護施設等における就
職につながるよう学生の進路選択を後押ししています。 

また、国の制度改正に伴い、平成28（2016）年度以降、受験対策費加算の追加や、実
務者研修受講資金貸付や再就職準備金貸付、福祉系⾼校修学資金貸付の新設など、幅広
いニーズに対応した制度として拡充されています。 

引き続き、修学資金貸付制度を維持し、より使いやすい制度となるよう貸付枠の確保
や制度の改正など改善を進めるとともに、制度を周知し、介護職を目指す若者を確保し
ていくこととします。 
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（参考）介護福祉士修学資金等貸付制度 
介護福祉士及び社会福祉士の養成確保を図るため、県内の養成施設等に在学している者

を対象に、修学資金等の貸付を行っています。（実績：平成5年（1993）度から令和4
（2022）年度年までに計499人に貸付。） 

 

 

（イ）高校（福祉系）ルート 
県内には、3年の教育を修了すれば介護福祉士の国家試験の受験資格を取得できる福

祉系⾼校が１校（境港総合技術⾼校、学科定員38名）あります。 
令和3（2021）年度から、福祉系⾼校に在学し、介護福祉士資格の取得を目指す学生

に修学資金の貸付を行う福祉系⾼校修学資金貸付制度が新たに創設され、支援体制の充
実が図られています。 

また、令和5（2023）年度の介護職員初任者研修は、米子⾼校、境港総合技術⾼校、
岩美⾼校、日野⾼校の4校（定員53名）が実施しています。 

 
（参考）県内高等学校における介護職員初任者研修の実施状況 
 学校名 平成30(2018)年

度修了者 
平成31(2019)年

度修了者 
令和2(2020)年度

修了者 
令和3(2021)年度

修了者 
令和4(2022)年度

修了者 
米 子 ⾼ 校 7名 4名 8名 9名 2名 
倉 吉 北 ⾼ 校 7名 7名 7名 10名 − 

境港総合技術⾼
校 

介護類型 13名 
ボランティア類

型 16名 

介護類型 14名 
こども福祉類型 

23名 

介護類型 22名 
こども福祉類型 

14名 

介護類型 17名 
こども福祉類型 

7名 

介護類型 15名 
こども福祉類型 

10名 
岩 美 ⾼ 校 9名 5名 7名 15名 7名 
日 野 ⾼ 校 4名 5名 7名 3名 4名 
智頭農林⾼校 1名 2名 3名 − − 

 
（ウ）大学ルート 

大学卒業後、介護職員として介護の職場に就職する者も少なくないと考えられますが、
統計が無く不明です。県では、後述のとおり「福祉の就
職フェア」等を通じ、福祉職場への就職支援を行ってい
ます。 

 

（参考）福祉の就職フェアの様子 
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「福祉の就職フェア」では、福祉の職場説明会や事業所の人事担当者と面談し情報交換
を行っています。令和4(2022)年度は、5月及び3月に開催しています。 

   ・5月：オンラインにより2日間開催（参加者延べ166人） 
   ・3月：集合形式により2日間開催（参加者延べ156人） 
 

イ 介護職員・主に社会人に対する取組 
社会人の介護関係職場への就職については、ハローワーク、県福祉人材センターなどが

主に就職斡旋をしています。 
ハローワークでは、福祉人材確保重点対策事業として「福祉人材コーナー」を設置し、

福祉分野への就職を希望する方へきめ細やかな相談対応と職業紹介を行っています。公共
職業訓練等により、介護分野の専門技術の修得も進めています。 

また、⺠間の研修機関が行う「介護職員初任者研修」なども、社会人から介護職への重
要なルートとなっています。県では、働く介護家族等が受講しやすい「介護職員初任者研
修」を開講する研修事業者への助成や、「介護職員初任者研修」の受講料を助成すること
により、介護人材のすそ野の拡大と参入促進を図っています。 

平成30（2018）年に、国から介護人材のすそ野を拡大するため、基本的な介護の基礎を
学べる介護の入門的研修のカリキュラムが示されたことから、本県では令和元年度から実
施しています。介護人材の確保が難しい中、介護未経験者の方に介護の基礎を学んでいた
だき、介護サポーターや介護助手として、介護現場で活躍してもらうためのマッチングや
仕組みづくりを進めていきます。 

このほか、介護人材の復職支援を強化するため、県福祉人材センターによる介護福祉士
等の離職時届出制度が平成29（2017）年度から始まりました。県では、介護分野への多
様な人材層（若者、女性・中⾼年齢層）の参入促進、潜在介護福祉士等の再就職支援を強
化するため、同センターに介護専属の就職支援コーディネーターを平成28年度に配置しま
した。令和2（2020）年度には1名増員し2名体制として、県内全域できめ細やかなマッチ
ングを行う体制を整備しています。 

また、再就職準備金貸付制度の運用により、介護職を離職した方の復職・再就職を支援
しているところですが、令和2（2020）年度には、当該貸付制度の貸付額が従前の20万円
から40万円に引き上げたほか、令和3（2021）年度には、 
他業種から介護分野に就職した際に必要な資金の貸付を行う介護分野就職支援金貸付制度
が新設されるなど、介護分野への参入・定着に対する支援策の充実が図られています。 

今後も引き続き、参入の窓口となる関係機関と連携を密にしていき、一層の介護人材確
保を図ることとします。 

 （ア）他業種からの転職 
  （イ）子育てを終えた主婦層、定年退職後のシニア層の就職 
  （ウ）潜在的有資格者の復職・再就職 
 

ウ 外国人介護人材の受入れに対する取組 
介護福祉士の国家資格を取得した留学生の在留資格「介護」が平成29（2017）年4月に

創設されるとともに、同年11月には外国人の技能実習制度の対象職種に介護職種が追加さ
れ、さらに平成31（2019）年4月には特定技能（介護）が創設されました。 

本県においても外国人介護人材の受け入れが徐々に進んでいることから、県では、外国
人介護人材の受入事業者に対して日本語や介護技術の学習支援等を実施しており、全国的
な動きにも注視しながら今後も必要な対応を検討します。 

 
エ 元気な高齢者等の活用に対する取組 

介護人材の確保が難しい中、介護施設や事業所の業務の機能分化を行い、元気な⾼齢者
等に専門職の周辺補助業務を担ってもらうことにより、介護福祉士等の専門職が身体介護
等の専門的業務に専念できる環境を整備することが必要です。 

地域の元気な⾼齢者や子育てが終わった主婦等を「介護助手」として育成し、介護現場
への就職を支援することにより、人手不足の解消を図り、介護人材の確保に繋げていきま
す。 
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オ 介護職員以外の福祉人材の状況 
看護師については、在宅医療、介護保険サービスの需要が⾼まっており、看護職員異動

状況調査（県医療政策課）によると、介護老人保健施設、介護老人福祉施設、訪問看護ス
テーション、軽費老人ホームで一定の看護職員が不足している状況です。 

人材確保のため、看護職員修学資金貸付制度を行っており、新卒者の県内外からの県内
就業者数は増加傾向にあります。また、訪問看護サービスの安定供給及び在宅医療の推進
体制の強化を目指すため、平成29（2017）年度から、鳥取県訪問看護支援センターを設置
し、訪問看護に係る人材育成、相談、普及活動等を体系化して実施しているところですが、
R5（2023）年度からは同センターの人員体制を2名から3名に強化し、初任者訪問看護師の
現任教育や経営相談等、積極的なアウトリーチ型支援を実施するなど、支援体制の充実を
図っていいきます。今後も、⾼度化・多様化する在宅医療に対応できる看護職員の養成・
確保と勤務環境の改善支援等の取組を推進していきます。 

理学療法士、作業療法士、言語聴覚士については、県が実施している理学療法士等需要
状況調査結果によると、県内医療機関等における理学療法士等の不足数が、毎年一定程度
発生しており、⾼齢化の進展に伴う医療介護における潜在的ニーズを含め、今後も一定の
需要が見込まれています。 

人材確保では、令和5年4月1日現在、東部に1か所（理学療法士、作業療法士）、⻄部に1
か所（理学療法士、作業療法士）の養成施設が設置されており、県内で人材を養成する体
制が整備されています。 

また、県内就業を希望し、養成施設に在学している学生に対して修学資金の貸し付けを
行うことで、県内への定着化を図っています。 

今後も県内の需要状況等を見極めながら、質の⾼い理学療法士、作業療法士、言語聴覚
士の養成、確保を推進します。（※医療政策課に確認中） 

 
カ 認知度アップ・イメージアップの取組 

県政参画電子アンケートからは、「社会的意義が⾼い」「やりがいがある仕事」とされつ
つも、「仕事の内容がきつい」「適正な給与が得られない」等といった回答が目立ち、介護
職へのイメージは必ずしも良くありません。 

働く動機の面で、「他の職が無いから」といった消極的な理由ではなく、意義とやりがい
を理解しながら働くことが、定着と質の向上に繋がります。 

今後、学生や若者の福祉分野への人材参入を促進していくためには、介護職に対する正
しい理解と重要性、仕事としての魅力等をＰＲし、介護職の認知度・イメージアップを図
ることが重要です。 

県では、イベント開催やメディアを活用した広報により、広く県⺠に介護の魅力を発信
するとともに、教育委員会の協力も得つつ、学生や学生家族、教育機関等に対する以下の
ような取組を引き続き推進していくこととします。 

 
〈取組の例〉 

○小中⾼生を対象に、夏休み期間を活用した介護の仕事体験を実施 
○介護のイベントやフォーラムを開催するとともに、メディアを活用したイメージアップ

を目的とした広報等の実施 
○小学校、中学校、⾼校また保護者に対し、⾼齢者への理解促進を図る福祉の学習や福祉

の出前授業・講座の実施 
○進路相談・就職担当教員への介護職に関する説明会の開催 
○⾼校の進路学習への介護職員の派遣 

 
キ 魅力ある福祉職場づくり（離職防止・人材定着）の取組 

今後、要介護⾼齢者が増加し、生産年齢人口が減少する中、人材確保・定着の重要性が⾼
まっていることから、介護現場における職員の負担を軽減し、離職者の防止につなげる取組
が求められています。 

離職者の3分の2は就業後3年未満の方が占めることから、県では、若手職員の離職防止・
モチベーション向上を目的とした研修や、新人介護職員の定着に資するエルダー・メンター
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制度（※上司とは別に指導・相談役となる先輩職員が新入職員をサポートする制度）の導入
支援など、早期離職防止と定着促進に取り組んでいます。 

また、近年特に、⾼齢者の移乗・移動・排泄・入浴・見守り等を支援する介護ロボットや、
介護業務のシステム化に繋がる介護ソフトやタブレット等のICT機器の導入に対する需要が
⾼まっており、介護職員の身体的負担の軽減や事務の効率化に資する取組として、介護事業
者に対する導入支援を行っています。 

支援件数は年々増加してきており、近年、介護職員の離職率が低下しているつ要因の一つ
になっていることが推察できます。 

国においても、介護ロボット・ICT機器等テクノロジーの活用と介護DXの促進、介護サー
ビス事業者の経営状況や処遇改善等経営の見える化、介護助手等多様な人材の活用によるタ
スクシェア・タスクシフティングなどを「介護現場の生産性向上の取組」と称して重点政策
に据えており、都道府県に対しても今後、介護事業者向けのワンストップ窓口の開設や、専
門家派遣、介護現場の革新を目指した会議の開催、介護ロボット等機器展示などを骨格とし
た「介護生産性向上推進総合事業」を実施するよう求めています。 

今後は、従来実施してきた若手職員向けの教育・研修機会の確保、職員処遇の改善や適切
な労務管理につながる支援策を講じるとともに、国の動きに連動して介護DXや多様な人材
の活用等を主軸とした、以下取組を進めていくことにより、介護職員の働きやすい・魅力あ
る職場づくりの実現を目指します。 

 
〈取組の例〉 ※今後、人材部会での議論を受けて改訂予定 

○各種研修への職員参加の促進や、適切な給与水準の確保等が図られるよう、必要な支援
を行う。 

○事業者や従業者に対し、労働基準法をはじめとした労働関係法規の周知と理解を進める
ことを通じて、雇用環境の改善を進める。 

○育児・介護休暇、短時間勤務など多様で柔軟な働き方が可能となる制度の整備や、それ
らを利用しやすい職場環境づくりを進める。 

○社会福祉施設の職員等を対象に、職場環境改善研修を実施し、職員のメンタルヘルスの
改善に努める。 

○中小規模職場で働く、若い介護職員のネットワークづくりの機会を設ける。 
○外国人材の活用支援（マッチング・定着支援等）や受入環境の整備に係る事業 
○介護ロボット・ICT機器の幅広い導入による労働環境の改善（生産性向上総合相談セン

ター開設 等）への取組 
 

ク 地域医療介護総合確保基金を活用した各介護関係団体の取組 
平成27（2015）年度から地域医療介護総合確保基金を活用し、介護の事業者団体、職能

団体及び市町村等の介護従事者の確保に関する参入促進、資質の向上、労働環境・処遇の
改善に資する取組を支援し、総合的な人材確保の取組を実施しており、引き続きそれらの
取組を支援していくとともに、各事業の効果を⾼めていくこととします。 

 
 
（４）ケアの質の向上（スキルアップの取組） 

要介護者等がより良いサービスを受けるためには、介護職員一人ひとりが知識技能の向
上に努め、適切なケアプランに基づく、質の⾼い介護職員によるサービスの提供が必要と
なります。 

このために、介護職員の資質向上のための各種研修等を実施するとともに、各介護サー
ビス事業所自らも積極的に取り組むことができるよう支援していくこととします。また、
介護職員を対象とした研修会の検証・評価を通じて、各研修会の効果・質の向上を促しま
す。 

本県は、利用者の年齢構成を考慮しても重度者割合が他県より⾼く、機能を維持・改善
するためのケアへ繋げる取組がとりわけ重要です。 
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ア 事業者の取組 
介護の質の向上は、事業者の評価や事業者の職員に対する評価だけでなく、機能の維持

改善などを通じて、利用者や家族の満足に繋がるものです。介護の質の向上に取り組む事
業者を幅広く周知することを通じて、県内事業者にこれらの取組が普及するよう支援して
いくこととします。 

 

（参考）オールジャパンケアコンテスト 
「認知症」「食事」「入浴」「排泄」「看取り」「口腔ケア」「養成校学生」「外国人介護士」

の8分野で介護の技術を披露する選手達の様子。参加した選手だけでなく、来場した利用
者や家族・地域の方々とともに介護とは何かを考え、学び合い、絆を深め、介護を支える
土壌をはぐくむことを目的とする大会です。 
（主催：オールジャパンケアコンテスト実行委員会 

（事務局：社会福祉法人こうほうえん）） 
 
 
         写真 
 
 

 
（参考）鳥取県福祉研究学会 

多岐にわたる福祉関係者の幅広い連携を図り、それぞれが持つノウハウを共有の知的財
産として活用して多様化する福祉ニーズに適切に対応することを目的に、平成19（2007）
年に鳥取大学、鳥取短期大学、鳥取県社会福祉協議会、鳥取県等を主体として鳥取県福祉
研究学会が設立されました。 

 
 
         写真 
 
 

 
イ 介護サービス情報の公表と福祉サービス第三者評価 

「介護サービス情報の公表制度」と「福祉サービス第三者
評価制度」については、利用者の選択を支援するとともに、
公表を通じ他の事業所の例を参考にするなどして、介護サー
ビス事業者自らが、質の向上に取り組んでいくことが期待さ
れています。 

また、事業者による雇用管理の取組を進めることを目的に、
従業者の教育訓練や研修等、資質向上に向けた取組状況等の
介護従事者に関する情報等が、毎年度の介護サービス情報の
公表時期にあわせて公表されています。 

 

ウ 介護職員等の研修の実施 
県では、県社会福祉協議会への補助を通じて、介護職員の質の向上を図るため介護の基

礎知識や技術、さらなる専門性の習得を図る「介護専門職研修」を行っています。また、
福祉の職場で働く看護職員を対象としてその役割や知識、技術等について学び、看護職員
の定着と資質向上を図る「看護職員研修」を行っています。 

これらの研修について、各実施主体が、研修の評価・検証を通じて、研修会の効果・質
の向上を図るとともに、時代のニーズを踏まえたより良い内容とし、職員の能力向上につ
ながるよう、引き続き取組を進めます。 

また、介護福祉士国家試験の要件となる実務者研修の受講料を助成し、介護職員等のス
キルアップを推進していくこととします。 
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エ 介護職員等の喀痰吸引等研修 
平成24（2012）年度から介護職員等による喀痰吸引等の実施が制度化されたことに伴い、

県では、特別養護老人ホーム等の施設や居宅において必要な医療的ケアをより安全に提供
するため、適切に喀痰吸引等を行うことができる介護職員等（「認定特定行為業務従事者
（1、2、3号）」）を養成する「喀痰吸引等研修」を行っています。また、県で登録された研
修機関においても「喀痰吸引等研修」が行われています。 

このほか、介護職員等が受講する「喀痰吸引等研修」の講師となり得る看護師等を養成
するための研修も行っています。 

令和5（2023）年4月1日現在で、喀痰吸引等を行うことができる介護職員等として、第1
号及び第2号研修修了者（不特定多数の者対象）2,584人（制度化前の経過措置者を含める
と4,060人）、第3号研修修了者（特定の者対象）183人（制度化前の経過措置者を含めると
309人）を認定しています。 

施設や居宅において喀痰吸引等が必要な方に対して安全に医療的ケアを提供できるよう、
引き続き取組を進めていきます。 

  

 

 
 
 
 
 

 
 

  

認定特定行為業務従事者の認定の種類

口腔内（咽頭
の手前まで）

鼻腔内（咽頭
の手前まで）

気管カニューレ
内部

胃ろう
腸ろう

経鼻経管栄養

第１号研修
第２号研修 ○ ○ ○ ○ ○
第３号研修 特定の者

注：第１号研修については、すべての喀痰吸引等の行為が可能。

　第３号研修は、重度障害児・者など特定の利用者への実施を前提としている。

　第２号研修については、喀痰吸引等の各行為のうち、任意の行為について実地研修を修了した場合、個別に認定特定行為業務従事者認

定証の交付を受けられる。

○

特定の者が必要とする行為

不特定多数の
者

対象研修名
喀痰吸引 経管栄養
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７ 災害対策とBCP 
 (1)感染症対策 
【現状と評価】 
１ 概要・制度・概念図 

令和５年５月８日より新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付けが新型インフルエ
ンザ等感染症から５類感染症に変更されました。このため、この日以降は、日常における基本
的な感染対策については、主体的な選択を尊重し、個人や事業者の判断に委ねることが基本と
なります。 

一方で、⾼齢者施設の利用者は重症化リスクを有する者が多いことを踏まえ、⾼齢者施設を
運営する事業者には徹底した感染対策に取り組んでいただく必要があります。 

本県では、５類化以降も⾼齢者施設への新型コロナ対策を当面継続し、感染防止対策を支援
していきます。 

 
２ 関連データ 

・クラスター件数 
 ・現地指導 
 
３ 県の取組(と評価) 
 〔令和４年度中に行った感染対策支援〕 

〇 福祉・医療施設感染対策センターの設置 
 ・コロナ陽性者の全数把握が無くなった令和４年9月2日以降の⾼齢者等重症化リスクの⾼い

陽性者対策として設置。 
 ・クラスターが発生した約●施設に専門家を派遣し、感染拡大防止対策を助言。 
 ・感染者が発生した約●施設の要望に対して県が検査キットや衛生物品を無償配布。早期発

見に繋げ、感染の拡大を抑制。 
 ・施設が頻回検査を行うための検査キットを県内事業所に一⻫配布 

〇 感染者が発生した施設がサービスを継続するために必要な経費（人件費、衛生物品等）
を施設希望に応じて定額で支援。 

   〈新型コロナ感染症サービス継続支援事業補助金〉 
〇 施設職員、利用者に対するPCR検査等に対する補助 

   〈社会福祉施設等に係るＰＣＲ検査等支援事業補助金〉 
〇 非接触型面会を推進。新型コロナウイルスの感染拡大を防止しつつ、入所者、入院患者

と家族等が安心してコミュニケーションがとれる環境を整えることにより、入所者等の
孤立を防ぐ 

   〈新型コロナウイルス対策非接触型面会支援事業補助金〉 
    （１）【オンライン面会支援事業】 
            対象施設が行うタブレット端末等の機器整備に要する経費 
    （２）【非接触型家族面会室の整備】 

〇 新型コロナウイルス感染症から回復した患者の社会福祉施設等への速やかな受入れを支 
  援 

   〈新型コロナウイルス感染症回復患者退院受入促進事業（社会福祉施設）〉 
    新型コロナウイルス感染症により入院協力医療機関に入院した患者を、PCR検査陰性

化確認前に受け入れた施設 
    （１）入院前施設と同一法人の施設         
    （２）入院前が在宅又は異なる法人の施設に入所    

〇 新型コロナウイルス感染症から回復した患者の老人保健施設への入所を促進することに
より、入院協力医療機関のコロナ患者受入病床を効率的に確保 

   〈新型コロナウイルス感染症対策介護老人保健施設空床確保事業費補助金〉 
    新型コロナウイルス感染症により入院協力医療機関に入院した患者を、PCR検査陰性

化確認前に受け入れることを条件に空床を確保した場合 
〇 県外からの帰省者等との接触等による家庭内感染を避けるため、社会福祉施設・医療機

関の職員がホテル等に自主隔離する際の宿泊費用等を支援 
   〈社会福祉施設・医療機関における感染予防（自主隔離）緊急対策補助金〉 



- 113 - 

 

〇 施設が感染防止対策を継続して行うための衛生用品、パーテーション、サーキュレータ
ー等の購入に必要な経費を支援 

   〈新型コロナウイルス感染症予防対策緊急支援事業補助金〉 
 
 
【第９期の方針(及びそれ以降の方針)】  

（感染対策の支援） 
感染状況を踏まえながら、必要な対策を適宜実施する。 

令和５年５月時点で行っている感染対策支援 
〇福祉・医療感染対策センターによる感染状況の把握  
〇陽性者発生施設への感染管理認定看護師の派遣 
〇PCR 検査等費用、陽性者発生等に伴うかかり増し経費に対する支援  
 
（業務継続体制の構築） 

⾼齢者施設で感染症が発生した場合であっても、必要な介護サービスが継続的に提供でき
る体制を構築することは重要であり、全ての介護サービス事業者は、業務継続に向けた計画
等の策定、研修の実施、訓練の実施等が指定基準により義務付けられています。本県は管内
の介護サービス事業者に対して必要な助言及び適切な援助を行います。 

  
（医療体制の確保） 

⾼齢者施設は、協力医療機関、嘱託医、利用者のかかりつけ医等と平時から連携し、陽性
者の早期発見、感染拡大防止と早期治療につなげるようお願いします。なお令和５年５月８
日以降は保健所による入院調整は行われないので、施設の嘱託医、協力医、かかりつけ医と
連携のうえ入院を要する方の入院調整、施設内療養体制の確保等を促していきます。 

 
 
(2)自然等災害対応 
【現状と評価】 
1 概要・制度・概念図 

東日本大震災の教訓として、障害者、⾼齢者、外国人、妊産婦等の方々について、情報提供、
避難、避難生活等様々な場面で対応が不十分な場面があったことを受け、こうした方々に係る
名簿の整備・活用を促進することが必要とされたことから、平成25年の災害対策基本法（昭和
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36年法律第223号）の改正により、災害時に自ら避難することが困難な⾼齢者や障害者等の避難
行動要支援者について、避難行動要支援者名簿を作成することが市町村の義務とされています。 

令和元年の台風19号等、近年の災害においても、多くの⾼齢者や障害者等の方々が被害に遭
われている状況を踏まえ、災害時の避難支援等を実効性のあるものとするためには個別避難計
画の作成が有効とされたことから、令和３年の災害対策基本法の改正により、避難行動要支援
者について、個別避難計画を作成することが市町村の努力義務とされているところです。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
出典：内閣府HP（https://www.bousai.go.jp/taisaku/hisaisyagyousei/yoshiensha.html） 
 
  自然災害発生時、在宅生活者は状況に応じて避難所へ避難し、生活を継続することになり

ます。その中には認知症⾼齢者、その家族、老老介護世帯等、支援を要する者が含まれるこ
とが想定されます。中でも在宅生活を送る認知症⾼齢者の割合は日常生活自立度Ⅱ以上の者
の約半数を占めており、急な環境の変化やストレスへの適応が難しい病気である認知症は、
混乱により多くの BPSD（認知症の行動心理症状：Behavioral and Psychological Symptoms 
of Dementia）を生じさせます。認知症⾼齢者家族の負担軽減のためにも、避難の仕組み作り
や各介護サービス事業所における業務継続計画（BCP）に基づく避難先への介護・生活支援
が重要となります。 
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社会福祉施設等においては、⾼齢者や障害者など、日常生活上の支援が必要な者が多数利用
していることから、災害等により、電気、ガス、水道等のライフラインが寸断され、サービ
ス提供の維持が困難となった場合、利用者の生命・身体に著しい影響を及ぼすおそれがあり
ます。こうした事態が生じた場合でも最低限のサービス提供が維持できるよう、緊急時の人
員の招集方法や勤務体制、飲料水・食料・マスク等の衛生用品、冷暖房設備や空調設備稼働
用の燃料、安全な避難場所などの確保策等を定める「業務継続計画」（BCP）を策定すること
が有効であることから、介護分野や障害福祉分野等においては、運営基準の見直しにより、
当該計画等の策定、研修の実施、訓練（シミュレーション）の実施等が義務付けられていま
す。 

出典：「令和2年度 社会・援護局関係主管課⻑会議資料（厚生労働省）」 
 
 
2 関連データ 
 ・BCP策定状況（調査中） 
 
3 市町村・地域の実践事例 

・支え愛マップづくりの促進 
支え愛マップづくりの取組を行っていた地区においては、平成28年10月の鳥取県中部

地震の際、要支援者に対する支援者を決めていたことで速やかな安否確認が行われた事例
や、豪雪の際、要支援者宅の⽞関と道路までの除雪や安否確認が行われた事例などがあり
ました。 

近年頻発する豪雨・豪雪災害、地震等により住⺠の防災意識が⾼まっているこの機運を
逃すことなく、支え愛マップづくりを全県下に広げ、災害時の要支援者への支援体制を確
保し、災害に強い地域づくりを推進しています。 

【支え愛マップ作成数（令和３年度末）】 
901地区（県全体の３割） 

 

 
 

● 避難先 ● 空き家 
● 自治会⻑・⺠生委員・手助けや声かけなど支援ができる人 
● 手助けや声かけなど支援が必要な人 
茶ライン 土砂災害想定範囲 
⾚ライン 危険箇所・経路 
緑ライン 安全と思われる経路 
紫ライン 安否確認と助けあいをする最小範囲（グループ） 
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出典：社会福祉法人 鳥取県社会福祉協議会（災害時における支え愛地域づくり推進事業マニュアル） 

 
・サロン活動等 

サロン活動等は、公⺠館や団地の集会所、地域運営組織（小さな拠点）などで行われて
おり、分野を問わず多様な地域の課題が寄せられています。こうした活動への参加を通じ
て、地域課題を新たに学んだり、「自分ならばこのようなことができる」といった発想を
もって、他人事を我が事として取り組む意識の醸成が進んでいます。 

 
・⺠生委員の活動 

⺠生委員・児童委員は、地域に暮らす身近な相談相手として、地域住⺠からの生活上の
心配ごとや困りごと、医療や介護、子育ての不安などの相談に応じています。 

そしてその課題が解決できるよう、必要な支援への「つなぎ役」になります。 
また、自治会や市町村等と連携を取りながら、独居等⾼齢者、障がい者、⺟子家庭又は

生活困窮などの支援等を要する世帯への定期的な訪問などを通じて、誰とも会話をしない、
近所づきあいをしない、困ったときに頼る人がいないといった社会的孤立に陥らないよう、
地域の見守りを行っています。全国⺠生委員児童委員連合会において平成31年３月に「災
害に備える⺠生委員・児童委員活動に関する指針（⺠生委員・児童委員による災害時要援
護者支援活動に関する指針）」が策定されており、指針に基づいた見守り活動が行われて
います。また、市町村が作成した避難行動要支援者名簿の提供先の一つとして⺠生児童委
員が挙げられており、防災、減災に貢献する役割が期待されています。 

 
・災害ボランティア 

近年、災害ボランティアは災害時に欠かすことの出来ない支援の担い手となっており、
鳥取県中部地震においても、各災害ボランティアセンターの調整のもと、県内外の災害ボ
ランティア延べ5,392人が復興の推進に力を発揮しました。 

平常時においても、鳥取県社会福祉協議会を中心にマニュアルの見直し、体制確認、訓
練など、運営体制強化の取組を行っています。 

 
・支え愛避難所の活用 

市町村の指定する避難所以外に、住⺠は町内会等が所有・管理している集会所等が近く
て行き易く、日頃から気兼ねなく利用できることや、顔見知りが多く落ち着けるなどの理
由から自主的に開設・運営されることも少なくないことから、このような避難が行われる
集会所等を「支え愛避難所」として市町村は支援に努めることとし、県は、災害時支え愛
活動が円滑に行われるよう市町村に対して必要な支援を行うものとしています。 

 
・福祉避難所の設置促進 

災害時に市町村が開設する指定避難所では生活が困難な方（⾼齢者や障がい者等）に
ついては、必要に応じて福祉避難所で受け入れられます。 

市町村は、平時においては福祉避難所の対象者の把握、住⺠への周知、施設及び資機
材の確保を行う等、発災時に速やかに受入ができるよう体制整備を進めるものとし、県は、
避難施設の確保等が円滑に行われるよう、資機材整備の支援、応援要員の確保体制の整備
等、市町村に必要な支援を行うものとしています。 

 
・災害時における福祉専門職（ＤＣＡＴ（ディーキャット）…Disaster Care Assistance 

Team 災害派遣福祉チーム）の派遣 
県は、平成29年１月に一般社団法人鳥取県社会福祉士会、一般社団法人鳥取県介護福

祉士会及び鳥取県介護支援専門員連絡協議会との間で、県内外での災害発生時における応
援派遣に係る協定を締結しました。 

災害が発生した場合には、県の要請に基づきこの協定締結団体に所属する福祉専門職員
をＤＣＡＴとしてチーム編成して被災地へ派遣し、福祉避難所及び被災者宅等において、
要配慮者及びその家族・支援者の支援に対する相談、緊急的な福祉支援又は関係機関への
つなぎを行うものとしています。 
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4 県の取組(と評価) 
 鳥取県においては平時から鳥取県社会福祉協議会をはじめ市町村等の関係機関との連携のも
と、災害時に必要な福祉支援体制の整備、点検等を実施しております。風水害が予測される場
合には県内⾼齢者施設を運営する法人宛にメール及びファクシミリにて注意喚起情報を発出し
ており、被害報告があった場合は速やかに状況確認をした上で必要な支援を行います。 
 また、策定が義務化された業務継続計画の策定状況調査を実施するとともに、令和４年度か
ら「鳥取県介護事業所等におけるBCP策定支援事業」を実施しており、支援を希望する事業所
へ専門家を派遣し、計画の策定支援を行っていますが、令和４年度に策定支援を行った事業所
数は１０事業所に留まっています。令和５年度においても事業を継続し、策定支援を行います。 
 
【鳥取県介護事業所等におけるBCP策定支援事業】 

令和4年度実績：10事業所 
 令和5年度：継続実施中 
 
 
【第９期の方針(及びそれ以降の方針)】  
 社会福祉施設等においては業務継続計画（BCP）の策定が義務化され、令和５年度末までに
すべての社会福祉施設等が当該計画を策定する必要があります。計画を作成していても、実効
性に疑問のある例が想定されるため、各事業所において作成した業務継続計画（BCP）の実効
性があがるよう、専門家の協力を得ながら支援していきます。第９期においては策定された業
務継続計画（BCP）の実行性をより⾼めていくため、定期的な訓練の実施、訓練で判明した課
題の改善、計画の見直しというプロセスを踏むことで、型通りの業務継続計画ではなく各事業
所の立地や利用者の状態、設備の有無等に応じた個別の計画へアップデートしていくことが重
要となります。 
 自然災害が予測される場合の速やかな注意喚起情報の発出及び被害状況の把握に加え、策定
された業務継続計画（BCP）の実行性を⾼めるための支援により、県内の介護サービス事業所
等における策定率100％、定期訓練の実施事業所数80％を目指します。 

また、上記のような介護事業所単位での取組だけではなく、平時から住⺠とのつながりを強
めて、災害が発生した際に、住⺠の協力を得られる仕組みを構築していくことも重要です。行
政・社会福祉協議会・住⺠組織等の間で一層連携しながら、住⺠主体の平常時および災害時の
支え愛の取組を推進し、支え愛マップづくり、サロン活動や⺠生委員等による平常時からの見
守り体制強化、災害ボランティア制度の活用、支え愛避難所の活用、福祉避難所の設置、ＤＣ
ＡＴ（災害派遣福祉チーム）の派遣等を通じて、避難支援が必要な方への体制づくりを推進し
ていきます。 
 

 

 


